
個人情報の保護に関する法律の改正に伴う条例等の整備について 

資料１

デジタル改革関連法の背景                     ―資料２－１参照 

◇流通するデータの多様化・大容量化が進展し、データの活用が不可欠 

◇悪用・乱用からの被害防止の重要性が増大 

◇新型コロナウイルス対応においてデジタル化の遅れが顕在化 

◇少子高齢化や自然災害など社会的な課題解決のためにデータ活用が緊要 

個人情報保護制度見直しの全体像                ―資料２－２～４参照 

個人情報保護制度に求められるもの 

◆社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立 

◆個人情報保護に関する国際的な制度調和と我が国の成長戦略への整合 

改正の方向性 

「個人情報保護」と「データ流通」の両立に必要な全国的な共通ルールを法律で設定 

法律の的確な運用を確保するため、国がガイドラインを策定 

その上で、法律の範囲内で、必要最小限の独自の保護措置を許容 

本市条例改廃の方向性 

個人情報の主体は市民であることを十分意識する。 

個人情報の適正な取扱いに関して、法律の規定に従い、条例で必要な事項を定めることに

より個人の権利利益を保護する。 

 現行の制度と比べて手続きが著しく異なったり、負担が増加しないよう、十分配慮する。

改正法と条例の主な相違点 ―資料3参照 

制度見直し検討項目（資料３より抜粋） ―資料４参照 

項目１ 手数料 

項目２ 開示決定等の期限 

項目３ 個人情報ファイル簿と個人情報取扱事務登録簿 

項目４ 条例要配慮個人情報の扱い

項目５ 行政機関等匿名加工情報の提供等 

項目６ 収集の制限、目的外利用・外部提供の制限、オンライン結合による提供の制限

項目７ 審査会への諮問・審査会の役割

項目８ 開示義務（情報公開条例の開示範囲規定との整合性）

項目9 その他条例で定めることができる項目 

（実施機関の定義・事業者に関する規定・市民の責務・運用状況公表等） 

項目10 その他制度の変更点（開示請求権・任意代理人による請求権・漏えいの報告等）
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資料３

改正個人情報保護法と芦屋市個人情報保護条例との主な相違点及び対応の方向性について

※原則、改正法及びガイドライン等に基づき適切に運用する。

条項 規定内容 条項 規定内容

1
開示請求等の手数
料

39条

開示請求、訂正請求及び利用停止請求に係
る手数料は、無料とする。
第２６条の規定により、写しの交付を受け
る者は、規則で定めるところにより、当該
写しの作成その他の交付に要する費用を負
担しなければならない。

89条

・地方公共団体の機関に対し開示請求をす
る者は、条例で定めるところにより、実費
の範囲内において条例で定める額の手数料
を納めなければならない。
・「実費の範囲内」の「できる限り利用し
やすい額」を手数料とする。

・新条例において、現行条
例どおり「手数料を無料と
すること」「規則で定める
ところにより、写しの作成
その他の交付に要する費用
を負担すること」の規定を
設けるか要検討

◎現行条例では、個人情報の開示制度が、個人の権利利益を保護するため
の制度であり、特定個人の便宜に供するものではないとの観点から、手数
料を無料としている。

2 開示決定等の期限
24条
1項

・「開示請求があった日から15日以内」
に決定をしなければならないとして、初日
不算入の15日以内を期限として規定。
・運用上、期間の末日が休日等の閉庁日に
あたる場合であっても、考慮せずに、期限
内の開庁日に対応している。

83条
1項

・「開示請求があった日から30日以内」
に決定をしなければならないとして、初日
不算入の30日以内を期限として規定。
・一般的な期間計算を採用しており、民法
140 条に基づき、開示請求があった日の
翌日から起算し、同法142 条により期間
の末日が行政機関等の休日に当たる場合
は、その翌日をもって期間が満了すること
になる。

・新条例において15日以
内に短縮する規定を設ける
か要検討

■開示等の手続きに関する事項については、改正法の規定に反しない限
り、条例で必要な規定を妨げるものではないとされており、法定期限を改
正法より長い期間とすることは許容されないが、短い期間とすることは許
容される。
■期間計算の方法については、改正法と異なる方法を法施行条例で規定す
ることはできない。
■期限について、法施行条例で短縮する場合に、意見書提出の機会の付与
を行った場合等、条件に応じて法定の期限内で期限に差を設けることはで
きる。

2
開示決定等
の延長

24条
2項

期限を開示請求があった日から60日以内
に限り延長可能。
※初日不算入

83条
2項

期限を30日以内に限り延長可能（当初の
期限と合わせて６０日以内となる）。
※初日不算入

・新条例において15日以
内に短縮した場合、改正後
は、通常15日、延長して
最大45日となる（現行
は、通常15日、延長して
最大60日）。

◎開示決定等の期限を15日に短縮した場合、延長30日が最長となり、合
わせて45日となってしまう。

2
開示決定等の期限
の特例

－ － 84条

開示請求に係る保有個人情報が著しく大量
のため、開示請求があった日から60日以
内に開示決定等をすることにより事務の遂
行に著しい支障が生ずるおそれがある場合
には、期限の特例が適用される。
※初日不算入

・新条例において45日以
内に短縮する規定を設ける
か要検討

■改正法の規定に反しない限り、条例で必要な規定を妨げるものではない
とされており、法定期限を改正法より長い期間とすることは許容されない
が、短い期間とすることは許容される。
■法84条で「60日以内」とされている期間は法83条1項及び2項の期間
の合計である。

2 訂正請求
28条
～
33条

・未成年者又は成年被後見人の法定代理人
は、本人に代わって前項の規定による訂正
の請求をすることができる。
・訂正決定等の期限について、訂正請求が
あった日から３０日以内
・実施機関は、事務処理上の困難その他正
当な理由があるときは、同項に規定する期
間を訂正請求があった日から６０日以内に
限り延長することができる。

90条
～
97条

・未成年者若しくは成年被後見人の法定代
理人又は本人の委任による代理人は、本人
に代わって前項の規定による訂正の請求を
することができる。
・訂正決定等の期限について、訂正請求が
あった日から三十日以内
・行政機関の長等は、事務処理上の困難そ
の他正当な理由があるときは、同項に規定
する期間を三十日以内に限り延長すること
ができる。

・新条例での規定なし（改
正法の期限は現行条例どお
り）

◎改正法では、任意代理人による訂正請求が認められるため、適切に運用
できるよう手続き方法を検討する。

検討
項目

項目名
本市個人情報保護条例（現行条例） 改正個人情報保護法（改正法） 論点を踏まえた

現時点の方向性
備考（■：個人情報保護委員会の見解、◎：本市の状況・留意点等）
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資料３

条項 規定内容 条項 規定内容
検討
項目

項目名
本市個人情報保護条例（現行条例） 改正個人情報保護法（改正法） 論点を踏まえた

現時点の方向性
備考（■：個人情報保護委員会の見解、◎：本市の状況・留意点等）

2 利用停止
34条
～
38条

・未成年者又は成年被後見人の法定代理人
は、本人に代わって前項の規定による利用
の停止、消去又は提供の停止をすることが
できる。
・利用停止決定等の期限について、利用停
止請求があった日から三十日以内
・実施機関は、事務処理上の困難その他正
当な理由があるときは、同項に規定する期
間を利用停止請求があった日から六十日以
内に限り延長することができる。

98条
～
103条

・未成年者若しくは成年被後見人の法定代
理人又は本人の委任による代理人は、本人
に代わって前項の規定による利用停止の請
求をすることができる。
・利用停止決定等の期限について、利用停
止請求があった日から三十日以内
・行政機関の長等は、事務処理上の困難そ
の他正当な理由があるときは、同項に規定
する期間を三十日以内に限り延長すること
ができる。

・新条例での規定なし（改
正法の期限は現行条例どお
り）

◎改正法では、任意代理人による訂正請求が認められるため、適切に運用
できる手続き方法を検討する。

3
個人情報ファイル
簿

－ －
74条
75条

個人情報ファイル簿（個人情報ファイル
（1,000人以上のデータベース）の概要に
関する帳簿）の作成・公表を義務化
※作成目的：保有個人情報の適正な管理、
透明性確保

・新条例で、「1,000人
未満の個人情報ファイルを
作成すること」及び「審査
会に個人情報ファイル簿の
公表について報告するこ
と」について規定を行うの
か要検討（あわせて、個人
情報取扱事務登録簿は廃止
できるか要検討）

■審査会に事後的な報告を行うものであっても、個別の案件の処理に関し
て審査会等への報告や意見聴取を要件化するような条例は許容されない。
他方、個別の案件とは関係なく、地方公共団体における個人情報の取扱い
全般についての監査を行うため、定期的に個人情報の取扱い状況について
の報告を行うこととすることは可能。
■個人情報ファイル簿の作成・公表に当たり、その記載事項についての報
告を行い、内容の真正性や表現の分かり易さなどについての確認を受ける
ものとすることは可能と考えられるが、審査会において法に照らした個人
情報ファイル簿の記載事項の適正性についての判断を行うことはできな
い。

3
個人情報取扱事務
登録簿

6条

・個人情報取扱事務の開始・廃止の届出
・個人情報取扱事務届出の審査会への報告
・個人情報取扱事務登録簿の作成・公表義
務

－ －

・個人情報取扱事務登録簿
は廃止とし、1,000人未
満の個人情報ファイル簿を
作成するのか要検討
・個人情報取扱事務届出に
関しては審査会に報告して
いたことから、個人情報
ファイル簿に関しても審査
会に報告するのか要検討

◎法改正により個人情報ファイル簿を作成することが義務付けられる。従
来の個人情報取扱事務登録簿は事務ごとに作成されるが、個人情報ファイ
ル簿はその事務で取り扱うファイルごとに作成され、より細分化されるた
め、その存在及び利用実態を明確に市民に公表できる。

4
条例要配慮個人情
報の扱い

－ －
60条
5項

地域の特性その他の事情に応じて、本人に
対する不当な差別、偏見その他の不利益が
生じないようにその取扱いに特に配慮を要
するものが存在する場合を考慮し、条例で
定めることにより、「条例要配慮個人情
報」を追加できる。

・新条例での規定なし（条
例要配慮個人情報は定めな
い場合）

■法の規律を超えて、要配慮個人情報について、地方公共団体による取得
や提供等に関する独自の規律を追加することや、民間の個人情報取扱事業
者等における取扱いを対象に固有の規律を設ける等の対応は、許容されな
い。
◎本市では条例要配慮個人情報を規定すべき特段の地域的事情は現在のと
ころ見当たらない。

5
行政機関等匿名加
工情報の提供等

－ －
109条
～
123条

自治体が保有する個人情報ファイル
（1,000人以上）を、個人を識別できない
ように匿名加工した上で、利用を希望する
民間業者を募集し提供する制度。
※当分の間、都道府県及び指定都市に適
用、他の地方公共団体の実施は任意

・新条例での規定なし（行
政機関等匿名加工情報を実
施しない場合。その際は手
数料の規定についても規定
不要。）

◎行政機関等匿名加工情報の提案募集は現在事例が少なく、更なる事例や
ノウハウの研究が必要なため、当分の間実施せず、今後の国、県・他市町
村等の動向を注視する。
◎匿名加工情報の提案募集を行わない限り、匿名加工情報の利用に係る手
続きは生じない。
◎個人情報ファイル簿は改正法の施行に合わせて整備する。
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資料３

条項 規定内容 条項 規定内容
検討
項目

項目名
本市個人情報保護条例（現行条例） 改正個人情報保護法（改正法） 論点を踏まえた

現時点の方向性
備考（■：個人情報保護委員会の見解、◎：本市の状況・留意点等）

6 収集の制限 7条

個人情報を収集するときは、本人から収集
しなければならない。ただし、次の各号の
いずれかに該当するときは、この限りでな
い。
(1)本人の同意があるとき。
(2)法令又は他の条例の規定に基づくと
き。
(3)出版、報道等により公にされていると
き。
(4)第１４条第２項の規定により、他の実
施機関から個人情報の提供を受けるとき。
(5)人の生命、身体又は財産を保護するた
め、緊急かつやむを得ないと認められると
き。
(6)審査会の意見を聴いた上で、公益上の
必要があると実施機関が認めるとき。

61条
～
64条

本人収集の原則に言及する規定はない。 ・新条例での規定なし（改
正法及びガイドライン等に
基づき運用する必要がある
ため。）

■条例により、本人外収集制限規定を設けることは許容されない。
■多くの条例で定められている取得制限は、個人情報の保有の制限等につ
いて定めた改正法第61条等を適切に運用することで同様の結果が得られ
るものであるから、法の定める規範全体や執行面を含めた法体系全体では
必要な保護水準を確保しているとしている。
■①個人情報の保有は、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必
要で、利用目的の範囲内に限定されていること、②安全管理措置義務があ
ること、③訂正請求等による本人関与が可能となっていることなどから、
改正法では本人外収集制限規定はない。
◎本市では、6号の審査会に諮問した個人情報の収集について、「防犯カ
メラの設置」、「公用車のドライブレコーダー設置」、「図書館システム
の貸出履歴」の３件があった。

6
個人情報の保有制
限

8条
1項

所掌事務を遂行するため必要な場合に限
り、個人情報を収集できる。 61条

1項

法令の定める所掌事務又は業務を遂行する
ため必要な場合に限り、個人情報を保有で
きる。

・新条例での規定なし（改
正法及びガイドライン等に
基づき運用する必要あるた
め。）

◎現行条例の規律から大きな変更はない。
◎不適正な利用の禁止（63条）、漏えい等の報告等（68条）等が新たに
適用される。

6
要配慮個人情報の
扱い

7条
3項

実施機関は、要配慮個人情報を収集しては
ならない。ただし、次の各号のいずれかに
該当するときは、この限りでない。
(1)法令等の規定に基づくとき。
(2)審査会の意見を聴いた上で、個人情報
取扱事務の目的を達成するために特に必要
があると実施機関が認めるとき。

－

民間の個人情報取扱事業者は、要配慮個人
情報の取得が原則禁止（20条2項）。これ
に対し、公的部門は規定がなく、通常の個
人情報の保有制限等の規定が適用される。
公的部門では、法令上の事務の遂行に必要
な個人情報しか保有（取得）が認められて
いないため（61条1項、2項）、特定の種
類の個人情報の保有について重ねての制限
規定は置かれていない。

・新条例での規定なし（改
正法及びガイドライン等に
基づき運用する必要あるた
め。）

■個人情報の保有制限規定（改正法61条）の他、不正な手段による個人
情報の取得の禁止（64条）、不適正な利用の禁止（63条）、正確性の確
保（65条）等により、必要かつ適切な保護水準が確保しているとしてい
る。

6
目的外利用・外部
提供

14条

個人情報の目的外利用・外部提供は原則禁
止（法令に基づく場合を除き）。例外とし
て、
①本人同意があるか本人に提供する場合、
②法令等の定める所掌事務の遂行に必要な
限度で内部利用し、利用に相当の理由があ
る場合、
③他の実施機関等が個人情報の提供を受
け、法令等の定める事務又は業務の遂行に
必要な限度で個人情報を利用し、個人情報
を利用することについて相当な理由がある
場合、
④出版、報道等により公にされている場
合、
⑤人の生命、健康、生活又は財産を保護す
るため、緊急かつやむを得ないと認められ
る場合
⑥審査会の意見を聴いた上で、公益上の必
要があると実施機関が認める場合に限り、
目的外利用及び外部提供可能。

69条

個人情報の目的外利用・外部提供は原則禁
止（法令に基づく場合を除き）。例外とし
て、
①本人同意があるか本人に提供する場合、
②法令の定める所掌事務又は業務の遂行に
必要な限度で内部利用し、利用に相当の理
由がある場合、
③他の行政機関等が個人情報の提供を受
け、法令の定める事務または業務の遂行に
必要な限度で個人情報を利用し、個人情報
を利用することについて相当の理由がある
場合、
④専ら統計・学術研究目的で提供する場
合、
⑤本人利益になる場合、
⑥その他特別の理由がある場合に限り、目
的外利用及び外部提供可能。

・新条例での規定なし（改
正法及びガイドライン等に
基づき運用する必要あるた
め。）

■審査会に意見聴取することを目的外利用・外部提供の条件とする場合の
ように、改正法の規律以上の条件で目的外利用・外部提供を認める旨の規
定は、同法以上の制限となるため、条例に規定を設けることは許容されな
い。
■改正法69条2項各号に該当する場合であっても、行政機関等は、保有
個人情報の提供を義務付けられるものではないため、個人情報保護の水準
を維持できるよう個別具体的に判断する。
◎本市では、6号の審査会に諮問した目的外利用・外部提供について、現
在も継続して行っているものはない。
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資料３

条項 規定内容 条項 規定内容
検討
項目

項目名
本市個人情報保護条例（現行条例） 改正個人情報保護法（改正法） 論点を踏まえた

現時点の方向性
備考（■：個人情報保護委員会の見解、◎：本市の状況・留意点等）

6
オンライン結合に
よる提供の制限

15条

実施機関は、オンライン結合（通信回線を
用いた電子計算機その他の情報機器の結合
により、保有個人情報を実施機関以外のも
のが随時入手し得る状態にする方法をい
う。）により、実施機関以外のものに保有
個人情報を提供してはならない。ただし、
次の各号のいずれかに該当するときは、こ
の限りでない。
(1)　法令等の規定に基づくとき。
(2)　審査会の意見を聴いた上で、公益上
の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵
害するおそれがないと実施機関が認めると
き。

－ －

・新条例での規定なし（改
正法及びガイドライン等に
基づき運用する必要あるた
め。）

■改正法では、法が求める安全管理措置義務等を通じて、安全性確保を実
現することとしており、条例でオンライン化や電子化を伴う個人情報の取
扱いを特に制限することは許容されない。
■オンライン結合について、類型的に審査会への諮問を要件とすること
も、改正個人情報保護法の趣旨に照らして許容されないと解される（シス
テムを利用する個人情報の取扱いにおける安全管理措置をどのように行う
べきかという運用ルール作りの際に審査会に諮問することは許容され
る。）。
■地方公共団体は、個別の事案の法に照らした適否について判断に迷う場
合には、改正法第166条に基づき、専門性を有する委員会に助言を求め
ることができる。
■安全管理措置の一環として、関係職員を構成員とする委員会を設け、必
要に応じて情報セキュリティ等について専門的な知識及び経験を有する者
等の参加を求めることはできる。
◎本市では、2号の審査会に諮問したオンライン結合について、「阪神医
療福祉情報ネットワークシステム患者情報共有システム」、「市立芦屋病
院の病診連携システム」、「クラウド型学習支援ソフト」、「兵庫県森林
クラウドシステム」の４件があった。

7 議会の諮問
40条
4項

議会の開示決定等、訂正決定等、利用停止
決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利
用停止請求に係る不作為について審査請求
があったときは、議会は、前項各号のいず
れかに該当する場合を除き、審査会に諮問
することができる。

－ －

・現行どおり審査会が議会
の諮問を受けるのか要検討
（審査会条例等の規定を変
更する必要がある。）

■改正法105条3項の行政不服審査法81条1項又は2項の機関や法129条
の審議会その他の合議制の機関が、法第５章の適用が無い議会における個
人情報の取扱いに関して、諮問等を受けることは妨げられない。
■全国市議会議長会等が総務省及び個人情報保護委員会と協議して示され
た議会の条例イメージでは、執行機関の附属機関である審査会に諮問する
ケースを想定している。

7 審査会の設置根拠
40条
審査会
条例

「芦屋市附属機関の設置に関する条例」及
び「芦屋市情報公開・個人情報保護審査会
に関する条例」に規定がある。

105条

・開示決定等に係る審査請求については、
行政不服審査法81条1項または2項の機関
に諮問することとされている。
・当該機関の組織及び運営に関して必要な
事項は条例で定めなければならない。

・審査会の設置、組織及び
運営に関する条例の整備に
ついて、定めなければなら
ない事項はないかのか要検
討
・芦屋市情報公開・個人情
報保護審査会に関する条例
において、行政不服審査法
81条1項又は2項の機関と
して位置づける規定を設け
るのか要検討

■審査会等の設置根拠となる条例において、行政不服審査法81条1項又
は2項を根拠とする旨を明記する必要は必ずしもないものと考えられる
が、個人情報保護審査会が、不服審査法81条１項又は２項の機関である
ことを明確に位置付けるために、条文上明記することは望ましい。
◎「芦屋市附属機関の設置に関する条例」及び「芦屋市情報公開・個人情
報保護審査会に関する条例」の改正が必要となる。

7 審査会の役割
審査会
条例

「芦屋市附属機関の設置に関する条例」に
は以下のとおり規定がある。
芦屋市情報公開条例16条3項及び4項並び
に芦屋市個人情報保護条例40条3項及び4
項の規定による諮問に関する事項について
の調査審議、行政手続における特定の個人
を識別するための番号の利用等に関する法
律28条1項に規定する評価書に記載された
特定個人情報ファイルの取扱い並びに情報
公開制度及び個人情報保護制度の運用と改
善に関する事項について意見を述べるこ
と。

129条

個人情報の保護に関する施策等を講じる場
合において、個人情報の適正な取扱いを確
保するために専門的な知見に基づく意見を
聴くことが特に必要な場合に、審査会に諮
問をすることができる。

・審査会の担任事務につい
て条例で規定する必要があ
るため内容について要検討
（芦屋市附属機関の設置に
関する条例等の規定を変更
する必要がある。）

■個人情報の取得、利用、提供、オンライン結合等について、類型的に審
査会等への諮問を要件とする条例を定めることは、今回の法改正の趣旨に
照らして許容されない。
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資料３

条項 規定内容 条項 規定内容
検討
項目

項目名
本市個人情報保護条例（現行条例） 改正個人情報保護法（改正法） 論点を踏まえた

現時点の方向性
備考（■：個人情報保護委員会の見解、◎：本市の状況・留意点等）

8 開示義務 19条

・個人情報保護条例では、①生命等安全情
報、②第三者情報、③法人情報等④公共の
安全と秩序に関する情報⑤意思形成過程情
報⑥事務事業執行過程情報⑦任意提供情報
⑧法令秘情報を非開示情報として規定。
・情報公開条例では、①個人情報②法人情
報③公共の安全と秩序に関する情報④意思
形成過程情報⑤事務事業情報⑥任意提供情
報⑦法令秘情報を非公開情報として規定。

78条

・改正法で不開示情報とされている情報で
あっても、情報公開条例で開示情報となっ
ていれば、条例で規定することにより開示
情報とすることができる。改正法で不開示
情報とされていない情報であっても、①情
報公開法第5条中の不開示情報に準ずる情
報で、②情報公開条例で非公開とされてい
る情報のうち整合性確保のため不開示とす
る必要のある情報については、条例で規定
することにより不開示情報とすることがで
きる。

・新条例での規定なし（情
報公開条例の不開示情報と
大きな齟齬はみられないた
め）

■情報公開条例との整合性確保以外の観点から条例に非開示情報を規定す
ることは改正法の趣旨を超えるものと考えられる。
■改正法では法令秘情報がないが、外形的に法令秘等情報に該当すること
のみをもって条例により不開示情報として定めることは許容されない。他
の法令の規定により開示することができないとされている情報について
は、通常法78条1項各号のいずれかに該当するものと考えられるが、当
該情報が法78条1項各号のいずれに該当するかを実質的に判断する必要
がある。
■公務員の氏名について、改正法では、公務員等の職務遂行に係る情報に
含まれる当該公務員等の氏名については、開示した場合、当該公務員等の
私生活等に影響を及ぼすおそれがあり得ることから、私人の場合と同様に
個人情報として保護に値すると位置付けた上で（不開示情報から除外され
ていない）、法第７８条第１項第２号イに該当する場合には、例外的に、
開示することとなる。

9 実施機関の定義
2条
1号

実施機関は、市長、消防長、病院事業管理
者、教育委員会、選挙管理委員会、公平委
員会、監査委員、固定資産評価審査委員会
及び議会をいう。

2条
11項
2号

地方公共団体の機関は、執行機関及び議会
からなるが、本号では議会を除いている
（第二章、第三章及び第六十九条第二項第
三号は除く）。よって、対象機関は、市
長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委
員会、固定資産評価審査委員会、監査委
員、消防長、公営企業管理者（病院事業管
理者）となる。
地方公共団体の機関が行う病院には、原則
として民間部門と同じ規律が適用される。

・新条例で財産区について
の定義の規定を行う必要が
ある。

◎改正法の対象から議会が除かれるため、議会で条例を制定する必要があ
る。
◎市立芦屋病院は、個人情報等の取扱いに関して、基本的に、個人情報取
扱事業者等の義務等に係る規定（法第4章）が適用される。公的部門の規
律のうち、適用を受けるものとしては、個人情報ファイル簿に関する規律
（法第75条）、開示、訂正、利用停止及び審査請求（法第5章第4節）に
関する規律、匿名加工情報に関する規律（法第5章第5節）等がある。

9
事業者における個
人情報保護

2条
10号
4条
44条
～
48条

事業者の定義、事業者の責務、事業者に対
する指導及び助言、事業者に対する説明又
は資料の提出要請、事業者に対する勧告
（審査会の意見を聴いた上で）、事実の公
表（審査会の意見を聴いた上で）、（事業
者の個人情報の取扱いに関する）苦情の相
談の処理

13条
14条

区域内の事業者への個人情報の適正な取扱
いを確保するための支援、苦情処理のあっ
せん等を規定。

・新条例で現行条例の事業
者に関する部分の規定を行
うのか要検討

■事業者の権利義務に実体的な影響を与えることがない限りにおいて、法
施行条例上に独自の理念規程を設けることは妨げられない。
■法は、地方公共団体に対して事業者に対する行政処分を行う権限を付与
しておらず、事業者に対して強制力を伴う形で事実確認や是正勧告を行う
ことはできない。地方公共団体独自の措置として、任意の協力を求める形
で事業者に対して事実確認及び是正勧告を行うことは妨げられないが、そ
の場合でも事業者に対する是正勧告を行うに当たっては、委員会が示すガ
イドライン等を十分に参照した上で対応することが求められる。
■委員会においては、事業者による個人情報等の適正な取扱いを確保する
ため、相談ダイヤルに寄せられる情報、個人データの漏えい等の事案に関
する報告等、多様な情報源から得られる情報を総合的に活用し、事業者に
対して指導・助言を行うほか、必要に応じて報告徴収、立入検査を行う。
■事実の公表に関しては、法律に規定がないため、規定することは許容さ
れない。

9 市民の責務 5条

市民は、個人情報の保護の重要性を認識
し、個人情報を適切に取り扱い、他人の権
利利益を侵害することのないよう努めなけ
ればならない。

－ －

・新条例で現行条例の市民
の責務について規定を行う
のか要検討

■市民の権利義務に実体的な影響を与えることがない限りにおいて、法施
行条例上に独自の理念規程を設けることは妨げられない。
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資料３

条項 規定内容 条項 規定内容
検討
項目

項目名
本市個人情報保護条例（現行条例） 改正個人情報保護法（改正法） 論点を踏まえた

現時点の方向性
備考（■：個人情報保護委員会の見解、◎：本市の状況・留意点等）

9 国等との協力 51条

市長は、個人情報の取扱いに関して、個人
の権利利益を保護するために必要があると
認めるときは、国、独立行政法人等、他の
地方公共団体若しくは地方独立行政法人に
協力を求め、又は国、独立行政法人等、他
の地方公共団体若しくは地方独立行政法人
からの協力の求めに応じるものとする。

15条

国及び地方公共団体は、個人情報の保護に
関する施策を講ずるにつき、相協力するも
のとする。

・新条例で現行条例の他の
地方公共団体との協力につ
いて規定を行うのか要検討

◎改正法には、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人と
の協力の規定がない。

9 運用状況公表 49条

市長は、毎年度、この条例の施行の状況に
ついて、公表しなければならない。

165条

個人情報保護委員会は、行政機関の長等に
個人情報保護法の施行状況について報告を
求め、毎年度、報告の概要を公表する。

・新条例において市長の公
表義務の規定を設けるか要
検討

◎現行条例では、主体的な公表体制を通じて、市民への説明責任を確保す
る趣旨から、市長の公表義務を規定し、以下の内容を公表している。
(1)個人情報取扱事務の登録件数
(2)開示請求、訂正請求及び利用停止請求の件数
(3)開示請求等に対する開示・不開示等の件数
(4)審査請求件数
(5)苦情処理、苦情相談の件数

10 目的 1条

個人の権利利益の保護

1条

個人情報の有用性に配慮した個人の権利利
益の保護

・新条例での規定なし ■改正法では、社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と
「データ流通」の両立を目指した規定となっている。

10 個人情報の定義
2条
2号

①記述等により特定の個人を識別すること
ができるもの
②他の情報と照合することができ、それに
より特定の個人を識別することができるも
の
③個人識別符号が含まれるもの 2条

1項

①記述等により特定の個人を識別すること
ができるもの
②他の情報と容易に照合することができ、
それにより特定の個人を識別することがで
きるもの
③個人識別符号が含まれるもの

・新条例での規定なし ■いわゆる「容易照合性」の要件により、「個人情報」に該当しない情報
としては、①匿名加工情報、②外部から取得した仮名加工情報、③提供元
では個人を識別できないが提供先で個人を識別可能となる情報の３種類が
想定される。これらの情報については、改正法において、識別行為禁止義
務や提供先への措置要求義務などの規律を設けており、これにより必要な
権利保護の水準を確保している。
■改正法でも、個人情報は「生存する個人に関する情報」と規定されてお
り、死者情報を個人情報の定義に含めることは、改正個人情報保護法では
許容されない。ただし、現行条例同様、死者に関する情報が、同時に、遺
族等の生存する個人を識別することができる場合に限り、当該生存する個
人を本人とする個人情報に該当する。

10
要配慮個人情報の
定義

2条
4号

規則で定める記述等が含まれる個人情報
2条
3項

政令で定める記述等が含まれる個人情報 ・新条例での規定なし ◎政令と本市条例施行規則の記載内容は一致している。

10
特定個人情報等の
規定

2条
6号
～
8号
14条
17条
～
19条
28条
29条
34条
35条

「特定個人情報」、「情報提供等記録」、
「保有特定個人情報」の定義、保有特定個
人情報の利用の制限、情報提供等記録の利
用の制限、保有特定個人情報の提供の制
限、開示請求、訂正請求、利用停止請求に
ついて規定している。

132条
4号

特定個人情報に関する規定は、個人情報保
護委員会の所掌事務を規定した箇所のみ。

・新条例での規定なし（個
人情報保護法及び番号法に
より読み替えられて適用さ
れる個人情報保護法が直接
適用され、条例での規定を
廃止するため削除する。）

■特定個人情報に係る取扱い等のうち番号法第5章第2節に関しては、個
人情報保護法及び番号法により読み替えられて適用される個人情報保護法
が直接適用（番号法30条及び31条の地方公共団体への直接適用）される
こととなる。
■条例で定めることとされている特定個人情報の開示請求等に係る手数料
の減免に関する規定は、無料の場合は不要となる。
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資料３

条項 規定内容 条項 規定内容
検討
項目

項目名
本市個人情報保護条例（現行条例） 改正個人情報保護法（改正法） 論点を踏まえた

現時点の方向性
備考（■：個人情報保護委員会の見解、◎：本市の状況・留意点等）

10 本人の定義
2条
9号

個人情報から識別され、又は識別され得る
特定の個人 2条

4項

個人情報によって識別される特定の個人 ・新条例での規定なし ◎現行条例の規律から大きな変更ない。
■本人とは、個人情報から識別できる個人と同一人であると認定できる者
をいう。

10
実施機関（地方公
共団体）の責務

３条

個人情報の保護に関し必要な措置を講じな
ければならない。

5条

国の施策との整合性に配慮しつつ、その地
方公共団体の区域の特性に応じて、地方公
共団体の機関、地方独立行政法人及び当該
区域内の事業者等による個人情報の適正な
取扱いを確保するために必要な施策を策定
し、及びこれを実施する責務を有する。

・新条例での規定なし

－

10
保有個人情報の廃
棄又は消去

10条
3項

実施機関は、歴史的資料として保存する必
要があるものを除き、保有する必要がなく
なった保有個人情報を確実かつ速やかに廃
棄し、又は消去しなければならない。 － －

・新条例での規定なし ■改正法61条2項の規定により、行政機関等は、利用目的の達成に必要
な範囲を超えて個人情報を保有してはならないとされており、個人情報が
保有される個人の範囲及び個人情報の内容は、利用目的に照らして必要最
小限のものでなければならないため、新条例で個人情報の廃棄・消去につ
いて重ねての規定は不要とされている。

10
委託等に伴う措置
等

11条

実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は
一部を実施機関以外のものに行わせようと
するときは、契約等により、個人情報の保
護に関し必要な措置を講じなければならな
い。
前項の規定により実施機関以外のものが行
う個人情報取扱事務に関するこの条例の規
定は、市の区域外にある受託者等に対して
も効力を有する。

66条
2項
1号

「行政機関等から個人情報の取扱いの委託
を受けた受託者は66条2項1号により安全
管理措置を講じなければならない。」とい
う規定がある。

・新条例での規定なし ◎現行条例の規律から大きな変更ない。

10 開示請求権 17条

未成年者又は成年被後見人の法定代理人
（保有特定個人情報にあっては、法定代理
人又は委任による代理人）は、本人に代
わって前項の規定による開示の請求をする
ことができる。ただし、本人が反対の意思
を表示したときは、この限りでない。（１
５歳以上の者を想定） 76条

未成年者若しくは成年被後見人の法定代理
人又は本人の委任による代理人は、本人に
代わって前項の規定による開示の請求をす
ることができる。

・新条例での規定なし（開
示請求書の様式等の手続関
係の規定については規則で
行う）

◎改正法では、任意代理人による開示請求が認められるため、適切に運用
できるよう手続き方法を検討する。
■未成年者の法定代理人による開示請求について、一律に本人の同意を証
する書類の提出を義務付けることは、実質的に任意代理のみを認めて法定
代理を認めないこととなり、そのような法施行条例を規定することはでき
ない。もっとも、法定代理人に開示することにより本人の権利利益を侵害
するおそれがあるような場合には、当該保有個人情報は法第78条第1項
第1号に規定する不開示情報に該当するため、同号該当性の判断に当たっ
て、必要に応じて本人の意思を確認することは妨げられない。
■改正法においても、「第三者に対する意見書提出の機会の付与等」の規
定により本人の意思確認を行うことができる。

10
不開示情報（第三
者情報）

19条
2号

情報公開条例には、個人識別符号を明文で
非公開情報としていない。 78条

2号

個人識別符号（マイナンバー等）を明文で
不開示情報として規定。

・情報公開条例での規定な
し

◎情報公開条例の運用で、「特定の個人を識別することができるもの」
（情報公開条例７条１号）には、個人識別符号も含まれるとしている。

10
不開示決定とみな
す規定

24条
3項

期間が延長された場合において、当該延長
に係る期間内に開示決定等が行われないと
きは、開示請求者は、当該延長に係る期間
が経過した日において当該請求に係る個人
情報の開示をしない旨の決定があったもの
とみなすことができる。

－ －

・新条例での規定なし ■期間が延長される理由として、主に開示請求に係る保有個人情報が大量
であることが想定されるが、その場合の対応については、改正法84条に
規定がある。
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資料３

条項 規定内容 条項 規定内容
検討
項目

項目名
本市個人情報保護条例（現行条例） 改正個人情報保護法（改正法） 論点を踏まえた

現時点の方向性
備考（■：個人情報保護委員会の見解、◎：本市の状況・留意点等）

10
電磁的方法による
開示

26条

電磁的記録に記録されているときはその種
別、情報化の進展状況等を勘案して規則で
定める方法により行う。 87条

1項
2項

・電磁的記録に記録されているときはその
種別、情報化の進展状況等を勘案して行政
機関等が定める方法により行う。
・電磁的記録についての開示の方法に関す
る定めを一般の閲覧に供しなければならな
い。

・新条例での規定なし ■電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一般の閲覧に供する必
要がある。

10 簡易な開示 27条

実施機関があらかじめ定めた保有個人情報
について、本人が開示請求をするときは、
第１８条第１項の規定にかかわらず、口頭
により行うことができる。

－ －

・新条例での規定なし ■開示請求権の行使という重要な法律関係の内容を明確にするため書面の
提出による請求を求めているため、口頭による開示請求を可能とする条例
の制定は許容されない。
■当該開示を求められている保有個人情報を本人に提供することが法令に
基づく場合、当該保有個人情報の利用目的のためであるとして改正法69
条1項の規定に基づく場合や、利用目的以外の目的のためであっても改正
法69条2項各号の要件を充足する場合には、本人に対して当該保有個人
情報を提供することが可能。

10 他制度との調整等 42条

１　この条例の規定は、次に掲げる個人情
報については、適用しない。
(1)　統計法第２条第４項に規定する基幹
統計を作成するために集められた個人情報
(2)　図書館その他の市の施設において、
一般の利用その他これに準ずる利用に供す
ることを目的として管理している図書、図
画等に記録されている個人情報
２　法令等の規定により保有個人情報の開
示を受け、又は訂正を求め、若しくは利用
停止等を求めることができるときは、当該
法令等の定めるところによる。
３　法令等の規定により開示を受けた保有
個人情報又は法令等若しくは実施機関の定
める規程により交付を受けた証明書、通知
書等に記載されている個人情報は、第２６
条又は第２７条第３項の規定により開示を
受けた保有個人情報とみなし、第２８条第
１項又は第３４条第１項の規定を適用す
る。

88条

行政機関の長等は、他の法令の規定によ
り、開示請求者に対し開示請求に係る保有
個人情報が前条第一項本文に規定する方法
と同一の方法で開示することとされている
場合（開示の期間が定められている場合に
あっては、当該期間内に限る。）には、同
項本文の規定にかかわらず、当該保有個人
情報については、当該同一の方法による開
示を行わない。

・新条例での規定なし ■改正法では、統計情報は個人に関する情報に該当せず、法の規律の適用
を受けない。なお、デジタル社会形成整備法附則46条及び47条の規定に
より、統計法について、統計調査に係る調査票情報に含まれる個人情報等
に関する個人情報保護法の適用除外に係る改正が行われているため、留意
する必要がある。
また、保有個人情報は政令第16条においては、不特定多数の者に販売す
ることを目的として発行されるものや、図書館等のうち長が指定する施設
において特別の管理がされているものについて行政文書等から除かれてい
るところ、各情報が保有個人情報に当たるかは当該各規定を踏まえて個別
の事案に応じて適切に判断する必要がある。法とは異なる対象情報を保有
個人情報として条例で定めることは認められない。

10
訂正をしない旨の
決定とみなす規定

32条
4項

期間が延長された場合において、当該延長
に係る期間内に訂正決定等が行われないと
きは、訂正請求者は、当該延長に係る期間
が経過した日において当該請求に係る保有
個人情報の訂正をしない旨の決定があった
ものとみなすことができる。

－ －

・新条例での規定なし ■改正法95条に、訂正決定等に特に長期間を要すると認められるとき
は、相当の期間内に決定等をすれば足りると規定がある。

10
利用停止をしない
旨の決定とみなす
規定

38条
4項

期間が延長された場合において、当該延長
に係る期間内に訂正決定等が行われないと
きは、訂正請求者は、当該延長に係る期間
が経過した日において当該請求に係る保有
個人情報の訂正をしない旨の決定があった
ものとみなすことができる。

－ －

・新条例での規定なし ■改正法103条に、利用停止決定等に特に長期間を要すると認められる
ときは、相当の期間内に決定等をすれば足りると規定がある。
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資料３

条項 規定内容 条項 規定内容
検討
項目

項目名
本市個人情報保護条例（現行条例） 改正個人情報保護法（改正法） 論点を踏まえた

現時点の方向性
備考（■：個人情報保護委員会の見解、◎：本市の状況・留意点等）

10
諮問への弁明書の
写しの添付義務

40条
5項

諮問は、行政不服審査法第９条第３項にお
いて読み替えて適用する同法第２９条第２
項の弁明書の写しを添えてしなければなら
ない。

－ －

・新条例又は施行規則にお
いて規定する

■審査請求に係る審査会への諮問について、法の規定に反しない範囲で手
続を施行条例に規定することは差し支えない。
■法律上、行政不服審査法81条1項又は2項の機関として定められた審査
会に対する提出書類について定めている規定はないが、各自治体の判断に
おいて、改正法108条に基づき条例において審査会への提出書類を定め
ることは考えられる。なお、国の情報公開・個人情報保護審査会への諮問
に係る提出書類については、情報公開・個人情報保護審査会運営規則にお
いて定められている。

10
審査請求に係る特
例の条例の規定

－ －
107条
2項

開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等
又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止
請求に係る不作為についての審査請求につ
いては、政令（地方公共団体の機関又は地
方独立行政法人にあっては、条例）で定め
るところにより、行政不服審査法第四条の
規定の特例を設けることができる。

・新条例での規定なし ◎現状、本市においては想定される特例はない。

10
個人情報保護委員
会と地方公共団体
の関係

－ －

156条
～
160条
166条
167条

国の個人情報保護委員会（内閣府の外局。
現行では民間事業者を監督）が、国の行政
機関や地方公共団体における個人情報の取
扱い等も含め一元的に監督・監視
※必要に応じ指導・助言・勧告・条例を定
めたときの届出（公表）などを行う。

・新条例での規定なし ■個人情報保護委員会の監督・監視のもと適切に制度を運用する。必要な
情報提供や助言を求めることも可能。

10
出資法人等への要
請

50条

市長は、市が出資する法人等で規則で定め
るものに対し、この条例に準じた措置を講
ずるよう要請するものとする。

－ －

・新条例での規定なし ■出資法人や指定管理者は、個人情報データベース等を事業の用に供して
いる場合には、個人情報取扱事業者に当たり（改正法16条2項）、個人
情報の取扱いについて法第4章の規定を遵守する必要がある。
■改正法以外の法令や地方公共団体との契約、出資関係等に基づき、個人
情報等の取扱いや開示等請求に関する必要な措置を求める旨を法施行条例
以外の条例や契約条項等で規定することは可能と考えられるが、法施行条
例において、行政機関等の個人情報等の取扱いや開示等請求に係る法の規
定を準用するなど、法に規定する個人情報保護やデータ流通に直接影響を
与えるような事項について独自の規定を置くことは認められない。
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資料３

条項 規定内容 条項 規定内容
検討
項目

項目名
本市個人情報保護条例（現行条例） 改正個人情報保護法（改正法） 論点を踏まえた

現時点の方向性
備考（■：個人情報保護委員会の見解、◎：本市の状況・留意点等）

10 罰則
53条
～
58条

第５８条　偽りその他不正の手段により、
開示決定に基づく保有個人情報の開示を受
けた者は、５万円以下の過料に処する。

176条
～
185条

第185条 次の各号のいずれかに該当する
者は、10万円以下の過料に処する。
1 第30条第2項（第31条第3項において
準用する場合を含む。）又は第56条の規
定に違反した者
2 第51条第1項の規定による届出をせず、
又は虚偽の届出をした者
3 偽りその他不正の手段により、第85条
第3項に規定する開示決定に基づく保有個
人情報の開示を受けた者

・新条例での規定なし ■法で定める罰則は地方公共団体の職員等に対しても直接適用されるた
め、条例で法に重複する罰則を定めることは許容されないため不要。
■改正法と重複する罰則規定を条例で定めることは、法の規定よりも軽い
罰則を規定することも含め、許容されない。

★以下は芦屋市情報公開条例の一部改正内容

10
第三者に対する意
見書提出の機会の
付与等

13条

◆芦屋市情報公開条例

（第三者に対する意見書提出の機会の付与
等）
第１３条　公開請求に係る公文書に国，独
立行政法人等，他の地方公共団体，地方独
立行政法人及び公開請求者以外の者（以下
この条，第１６条及び第１７条において
「第三者」という。）に関する情報が記録
されているときは，実施機関は，公開決定
等をするに当たって，当該情報に係る第三
者に対し，公開請求に係る公文書の表示そ
の他規則で定める事項を通知して，意見書
を提出する機会を与えることができる。
２　前項の手続をとった場合は，前条第１
項の期間は，意見書の提出を受けた日から
起算するものとする。
３　実施機関は，第１項の規定により意見
書の提出の機会を与えられた第三者が当該
公文書の公開に反対の意思を表示した意見
書を提出した場合において，公開決定をす
るときは，公開決定の日と公開を実施する
日との間に少なくとも２週間を置かなけれ
ばならない。この場合において，実施機関
は，公開決定後直ちに，当該意見書（第１
６条において「反対意見書」という。）を
提出した第三者に対し，公開決定をした旨
及びその理由並びに公開を実施する日を書
面により通知しなければならない。

86条

◆改正個人情報保護法

（第三者に対する意見書提出の機会の付与
等）
第８６条（省略）
２ 行政機関の長等は、次の各号のいずれ
かに該当するときは、開示決定に先立ち、
当該第三者に対し、政令で定めるところに
より、開示請求に係る当該第三者に関する
情報の内容その他政令で定める事項を書面
により通知して、意見書を提出する機会を
与えなければならない。ただし、当該第三
者の所在が判明しない場合は、この限りで
ない。
(1)第三者に関する情報が含まれている保
有個人情報を開示しようとする場合であっ
て、当該第三者に関する情報が第７８条第
１項第２号ロ又は同項第３号ただし書に規
定する情報に該当すると認められるとき。
(2)第三者に関する情報が含まれている保
有個人情報を第８０条の規定により開示し
ようとするとき。
３（省略）

・改正個人情報保護法第８
６条及び行政機関の保有す
る情報の公開に関する法律
第１３条との整合性をとる
ため、芦屋市情報公開条例
を一部改正する。

■「人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要
であると認められる情報」を開示しようとする場合、「不開示情報が記録
されている公文書を公益上特に必要があると認めるとき」に開示する場合
には、開示決定に先立ち、当該第三者に対し書面により通知して、意見書
を提出する機会を与えなければならないという規定である。

【参考】
◆行政機関の保有する情報の公開に関する法律
（第三者に対する意見書提出の機会の付与等）
第１３条（省略）
２　行政機関の長は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に
先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る行政文書の表示その他政令で
定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければ
ならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでな
い。
(1)第三者に関する情報が記録されている行政文書を開示しようとする場
合であって、当該情報が第５条第１号ロ又は同条第２号ただし書に規定す
る情報に該当すると認められるとき。
(2)第三者に関する情報が記録されている行政文書を第７条の規定により
開示しようとするとき。
３（省略）
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制度見直し検討項目１について

検討項目 手数料（開示請求、訂正請求、利用停止請求） 

関係規定 
現行条例 改正法 

第３９条 第８９条 

新条例への規定

の可否 

（国の考え方） 

【改正個人情報保護法の規定により、条例で定める必要がある事項】 

開示請求する者は、実費の範囲内において条例で定める額の手数料を納めなければ

ならない。 

１ 背景・事情 

◆現行条例では手数料を無料としている。 

 本市の個人情報保護制度は、個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにし、

個人の権利利益を保護することを目的としており、手数料を無料としている。 

◆写しの作成その他の交付に要する費用については、規則で定めるところにより、実費負担を求める

こととしている。 

 【参考】 ・文書又は図画（Ａ３判以下） １枚につき    １０円（カラー ５０円） 

      ・写真フィルム（Ａ３判以下） １枚につき    １０円（カラー ５０円） 

      ・録音テープ         １巻につき   １５０円 

      ・ビデオテープ        １巻につき   ２００円 

      ・フロッピーディスク     １枚につき    ３０円 

      ・光ディスク（ＣＤ－Ｒ）   １枚につき   １００円 

      ・光ディスク（ＤＶＤ－Ｒ）  １枚につき   １５０円 

      ・フラッシュメモリー     １個につき １，０００円 

      ※閲覧、聴取、視聴の場合は無料 

◆改正法では、実費の範囲内において条例で定める額の手数料を納めることと規定されている。なお、

国の手数料は次の額であり、写しの送付に際しては、別途送付に要する費用を徴する。 

１件の行政文書につき ３００円（電子開示の場合は、２００円） 

２ 論点

手数料を引き続き無料とするか。 

３ 市の考え方（方向性） 

・現在の市民の制度利用にあたっての負担等が増大するような変更は望ましくなく、また、個人情報

の開示制度が、個人の権利利益を保護するための制度であり、特定個人の便宜に供するものではない

との観点からすれば、手数料の額は引き続き無料とすることが適切であると考える。 

・一方で、負担の公平性の観点から、写しの作成に要する費用及び送付に要する郵送料は、引き続き実

費負担とすることが適切であると考える。 

資料４
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制度見直し検討項目２について

検討項目 開示決定等の期限 

関係規定 

現行条例 改正法 

第２４条 

第３２条 

第３８条 等 

第８３条・第８４条 

第９４条 

第１０２条 等 

新条例への規定

の可否 

（国の考え方） 

【改正個人情報保護法の規定により、必要に応じて条例で定めることができるとさ

れる事項】 

開示等の手続きに関する事項については、改正法の規定に反しない限り、条例で必

要な規定を妨げるものではないとされており、法定期限を改正法より長い期間とす

ることは許容されないが、短い期間とすることは許容される。 

１ 背景・事情 

◆開示決定等の期限 

【現行条例】 開示請求があった日から１５日以内 （延長の場合は６０日以内） 合計６０日 

【改正法】  開示請求があった日から３０日以内 （３０日以内に限り延長可能）合計６０日 

※開示決定等の期限の特例…さらに改正法では、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量のた

め、開示請求があった日から６０日以内に開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支

障が生ずるおそれがある場合には、開示決定等ができなかった残りの保有個人情報については、

相当の期間内に開示決定等をすれば足りるとしている。 

◆訂正決定等の期限 

【現行条例】 訂正請求があった日から３０日以内 （延長の場合は６０日以内） 合計６０日 

【改正法】  訂正請求があった日から３０日以内 （３０日以内に限り延長可能）合計６０日 

◆利用停止決定等の期限 

【現行条例】 利用停止請求があった日から３０日以内 （延長の場合は６０日以内） 合計６０日

【改正法】  利用停止請求があった日から３０日以内 （３０日以内に限り延長可能）合計６０日

※期間の計算について、改正法では、一般的な期間計算を採用しており、民法１４０条に基づき、開示

請求があった日の翌日から起算し、同法１４２条により期間の末日が行政機関等の休日に当たる場

合は、その翌日をもって期間が満了することになる。本市では、運用上、期間の末日が休日等の閉庁

日にあたる場合は、期限内の開庁日に対応してきたため、変更が生じる。 

２ 論点

開示請求、訂正請求、利用停止請求に対する決定期限のどのように定めるか。 

 ※訂正請求、利用停止請求に対する決定期限は、改正法と同じであり問題はないと考えられる。 
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案１ 開示決定等の期限を改正法と同じ３０日以内とする。 

 ⇒市民の利便性が後退するデメリットがある。 

案２ 開示決定等の期限を現行の条例の期限と同じ１５日以内とする。この場合、延長後の期限は最

大４５日となる（当初期限１５日＋延長３０日）。開示決定等の期限の特例についても、４５日が

基準となる。 

⇒市民の利便性が保たれるが、事務処理上の困難その他正当な理由があった場合の延長後の期限が

最大６０日から４５日へと縮小し、職員の事務の負担が増大する。 

３ 市の考え方（方向性） 

・現行の市民の利便性（市民サービス）を維持するため、開示決定等の期限を現行の条例の期限と同じ

１５日以内とする。なお、延長後の期限は最大４５日となるが、これまで延長決定を行った理由は、開

示請求に係る保有個人情報が著しく大量のためであり、この場合は、改正法の特例で開示請求があっ

た日から４５日以内に開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場

合には、開示決定等ができなかった残りの保有個人情報については、相当の期間内に開示決定等をす

ることができる。よって、事務の負担の増加は一定程度に制限され、開示決定等の事務そのものの遂行

が困難になる事態は生じないと考えられる。 
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制度見直し検討項目３について

検討項目 個人情報ファイル簿と個人情報取扱事務登録簿 

関係規定 

現行条例 改正法 

－ 
第７４条 

第７５条 

新条例への規定

の可否 

（国の考え方） 

個人情報ファイル簿：【改正個人情報保護法の目的・趣旨により新条例の規定不可】 

個人情報取扱事務登録簿：【改正個人情報保護法の規定により、必要に応じて条例

で定めることができるとされる事項】 

・法改正により個人情報ファイル簿を作成することが義務付けられる。 

・条例で定めるところにより、個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有に関す

る事項を記載した帳簿（個人情報取扱事務登録簿）を作成し公表することを妨げる

ものではない（改正法第７５条第５項）。 

＊「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合体であって、①一定の事務の目的を達成

するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成し

たもの（電子計算機処理に係る個人情報ファイル）又は②一定の事務の目的を達成するために氏名、

生年月日、その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的

に構成したもの（いわゆるマニュアル（手作業）処理に係る個人情報ファイル）をいう。 

１ 背景・事情 

◆「個人情報取扱事務登録簿」（「別紙３－１」参照） 

 ・個人情報を取り扱う事務ごとに、①事務の目的②個人情報の記録項目③対象者の範囲④個人情報

の収集先等を明らかにし、また、自己の個人情報の開示請求等に資するためのもの。 

 ・本人数の要件はなく、当該事務について個人情報を保有していれば、登録の対象となる。 

◆「個人情報ファイル簿」（「別紙３－２」参照） 

・保有する個人情報ファイルごとに、①利用目的②記録項目③記録範囲④収集方法等を記載し、個

人情報ファイルの存在及び概要を明らかにすることによって透明性を図り、利用目的ごとの保有

個人情報の適正な管理に資するとともに、本人が自己に関する個人情報の利用の実態をより的確

に認識することができるようにするためのもの。 

・法（政令）では、本人数 1,000 人以上を作成の対象とするが、特定の個人が識別される場合など、

法の趣旨に反しない限り、条例にて本人数 1,000 人未満も対象とすることができる。 

◆「個人情報ファイル簿」に関連する内容について、審査会への報告規定はない。 

◆個人情報ファイル簿の作成・公表について、審査会において法に照らした個人情報ファイル簿の記

載事項の適正性についての判断を行うことはできないとされている。また、審査会に対し事後的な報

告を行うものであっても、個別の案件の処理に関して審議会等への報告や意見聴取を要件化するよう
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な条例は、「個別案件における個人情報の取扱いについて、類型的に審議会等への諮問を行う」ものに

類するものとして、許容されないとされている。 

なお、審査会にその記載事項についての報告を行い、内容の真正性や表現の分かり易さなどについ

ての確認を受けるものとすることや個別の案件とは関係なく、地方公共団体における個人情報の取扱

い全般についての監査を行うため、定期的に個人情報の取扱い状況についての報告を行うことは可能

と考えられる。 

２ 論点

① 現行の「個人情報取扱事務登録簿」の作成を継続するか。 

② 個人情報ファイルの本人数が 1,000 人未満の「個人情報ファイル簿」を作成・公表するか。 

③ 作成した「個人情報ファイル簿」の公表について、審査会に報告が必要か。 

３ 市の考え方（方向性） 

① 本人が自己に関する個人情報の利用の実態をより的確に認識することができるようにするという

「個人情報ファイル簿」の目的は、自己の個人情報の開示請求等に資するための「個人情報取扱事

務登録簿」の目的に類似する。また、「個人情報取扱事務登録簿」に登録している項目は、法にお

いて必要とされていない項目を除き、概ね「個人情報ファイル簿」においても登録が行われるため、

その存在及び利用実態を明確に市民に公表できる。 

よって、「個人情報ファイル簿」と「個人情報取扱事務登録簿」の両方を作成する意義は乏しく、

行政事務の効率化の観点からも望ましくなく、「個人情報取扱事務登録簿」は廃止する。 

② 「個人情報取扱事務登録簿」を廃止した場合に、本人数が 1,000 人未満の「個人情報ファイル簿」

を作成しないとなると、これまで本人数に制限がなく「個人情報取扱事務登録簿」として公表でき

ていた情報が公表できなくなるものがでてくる。よって、これまでと同様に本人数の制限を設けず、

1,000 人未満の個人情報ファイル簿についても作成・公表する。 

③ 個人情報の適正な取扱いについて意見を述べる立場である審査会が個人情報ファイル簿の作成状

況を取得する機会は必要であり、現行条例において個人情報取扱事務届出に関して審査会に報告し

ていたことも踏まえ、事後的に作成・公表した個人情報ファイル簿の状況について審査会に報告す

ることとする。報告方法としては、年１回の個人情報保護制度の運用状況の報告に含めて行うほか、

必要に応じて報告するものとする。 
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様式第１号（第２条関係） 

個人情報取扱事務開始届出書 

                                   令和  年  月  日 

 芦 屋 市 長 宛 

 芦屋市個人情報保護条例第６条第１項の規定により，次のとおり届け出ます。 

個人情報取扱事務の名称  

所 管 す る 組 織 の 名 称  

個人情報取扱事務の目的  

開 始 年 月 日      令和   年   月   日    

個

人

情

報

の

記

録

項

目

基 本 的 事 項 
□識別番号  □個人番号  □氏名  □性別  □印影   □生年月日

□年齢  □住所  □電話番号  □本籍  □国籍 

家 庭 状 況 □家族状況  □婚姻歴    □親族関係  □居住状況 

社 会 生 活 
□職業・職歴 □学業・学歴 □資格・賞罰 □財産・収入  □納税状況 

□公的扶助  □取引状況    □所属団体  □成績・評価 

思 想 等 

□思想，信条及び信教に関する個人情報   

□病歴，犯罪歴その他社会的差別の原因となるおそれのある個人情報 

収集の根拠 □法令等      □審査会の意見 

法令等の名称  

心 身 の 状 況 □健康状態  □病歴  □障害   □身体の特徴   □性格・性質 

そ の 他 □（             ）  □（             ） 

個人情報の対象者の範囲  

個人情報の主な収集先 

□本人     □本人以外（条例第７条第２項第    号） 

本人以外

の 場 合 

□実施機関内部   □他の実施機関 

□国，独立行政法人等及び他の地方公共団体      

□出資法人 □民間団体・私人  □その他（       ）

個人情報の目的外利用又は 

提 供 等 の 状 況 

□有（条例第１４条第２項第   号）   □無 

利用範囲

提供先 
□実施機関内部   □他の実施機関  □他の官公庁 

□私人・民間団体  □その他（          ） 

個 人情報の電子計算機 

処 理 の 状 況
□有          □無 

オンライン結合による

提 供 の 状 況 

□有          □無 

有の場合

の提供先 

□実施機関内部   □他の実施機関    

□国，独立行政法人等及び他の地方公共団体      

□出資法人 □民間団体・私人  □その他（       ）

提供の根拠 □法令等      □審査会の意見 

法令等の名称  

個人情報を収集する根拠 

委 託 の 状 況 
□有          □無 

委託の内容  

別紙３－１
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1 

＜標準様式第 1－5＞ 個人情報ファイル簿（単票）（地方公共団体の機関及び地方独立行

政法人） 

個人情報ファイルの名称 ○○管理者ファイル、○○受給権者ファイル 等 

行政機関等の名称 芦屋市 

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称 

○○部○○課 

個人情報ファイルの利用目的 
○○審査事務における本人の資格審査のために利用

する。 

記録項目 1氏名、2住所、3性別、4免許番号、5発給額･･･ 

記録範囲 ○○申請書を提出した者（令和△△年度以降） 

記録情報の収集方法 
※保有個人情報の収集の相手方及び手段を分かりや

すい表現で記載する。 

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨 

※記録情報に法第2条第3項の要配慮個人情報が含ま

れる場合には「含む」と記載し、含まない場合には

「含まない」と記載する。 

記録情報の経常的提供先 
※記録情報を経常的に提供する相手方の名称を記載

する。 

開示請求等を受理する組織の
名称及び所在地 

（名 称）芦屋市総務部文書法制課 

（所在地）〒659-8501 芦屋市精道町7番6号 

訂正及び利用停止に関する他
の法令の規定による特別の手
続等 

（例）2、4及び5の各記録項目の内容については、

△△法（平成××年法律第○○号）第△条第□号に

基づき訂正請求ができる。 

別紙３－２
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2 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第１号 

 （電算処理ファイル） □法第60条第2項第２号

 （マニュアル処理フ

ァイル） 
政令第21条第7項に該当す

るファイル 

    □有 □無 

行政機関等匿名加工情報の提
案の募集をする個人情報ファ
イルである旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提
案を受ける組織の名称及び所
在地 

（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概
要 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案を受ける
組織の名称及び所在地 

（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加
工情報に関する提案をするこ
とができる期間 

（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情
報が含まれているときはその
旨 

含まない 

備   考 
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制度見直し検討項目４について

検討項目 条例要配慮個人情報の扱い 

関係規定 
現行条例 改正法 

－ 第６０条第５項 

新条例への規定

の可否 

（国の考え方） 

【改正個人情報保護法の規定により、必要に応じて条例で定めることができるとさ

れる事項】 

・地域の特性その他の事情に応じて、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利

益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものが存在する場合を考慮し、

条例で定めることにより、「条例要配慮個人情報」を追加できる。 

・法の規律を超えて、要配慮個人情報について、地方公共団体による取得や提供等

に関する独自の規律を追加することや、個人情報取扱事業者等における取扱いを対

象に固有の規律を設ける等の対応は許容されない。 

＊「要配慮個人情報」とは、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮

を要するものとして政令で定める次の①から⑪までの記述等が含まれる個人情報をいう。なお、これ

らの情報を推知させる情報に過ぎないものは、要配慮個人情報には当たらない。 

①人種②信条③社会的身分④病歴⑤犯罪の経歴⑥犯罪により害を被った事実⑦身体障害、知的障害、

精神障害（発達障害を含む。）その他の規則で定める心身の機能の障害があること。⑧本人に対して

医師その他医療に関連する職務に従事する者により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康

診断その他の検査の結果⑨健康診断等の結果に基づき、又は疾病、負傷その他の心身の変化を理由と

して、本人に対して医師等により心身の状態の改善のための指導又は診療若しくは調剤が行われた

こと。⑩本人を被疑者又は被告人として、逮捕、捜索、差押え、勾留、公訴の提起その他の刑事事件

に関する手続が行われたこと（犯罪の経歴を除く。）。⑪本人を少年法第３条第１項に規定する少年又

はその疑いのある者として、調査、観護の措置、審判、保護処分その他の少年の保護事件に関する手

続が行われたこと。 

１ 背景・事情 

◆「要配慮個人情報」について、本市では芦屋市個人情報保護条例施行規則第１条の３に規定されてお

り、個人情報の保護に関する法律施行令第２条の規定と一致している。 

◆法では、現行の条例のように、特定の個人情報の収集の制限を定める手法ではなく、特定の個人情報

を定め（要配慮個人情報）、不当な差別や偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮

を求める措置を講じることとして（条例要配慮個人情報）、特定の個人情報の保護を図っている。 

◆要配慮個人情報又は条例要配慮個人情報が含まれる保有個人情報が漏洩等した場合には、個人情報

保護委員会への報告義務がある。 
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◆国に確認したところ、現時点において、全国的にも条例で要配慮個人情報を規定する予定の自治体

は聞いていないとのことである。個人情報保護委員会は、「条例要配慮個人情報に該当するものとして、

具体的に想定しているものはなく、全国の自治体の中でも条例に規定する自治体は確認できていな

い。」と説明している。 

２ 論点

新たに条例要配慮個人情報を定めるか。 

３ 市の考え方（方向性） 

住民に身近な行政を担う地方公共団体において取り扱う場面が想定される要配慮個人情報は、基本的

には改正法第２条第３項に規定する要配慮個人情報に含まれると考えられる。例えば、病歴の個人情

報並びに障がいに関する個人情報並びに思想、信条及び宗教に関する個人情報並びに人種、民族、犯罪

歴その他社会的差別の原因（被差別部落出身であること等）となるおそれがあると認められる事項に

関する個人情報等が挙げられる。 

本市では、改正法第２条第３項の要配慮個人情報の規定に含まれず、特段の地域的事情がある要配慮

個人情報は現在のところ見当たらないため、新たに条例要配慮個人情報は定めないこととする。 
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制度見直し検討項目５について

検討項目 行政機関等匿名加工情報の提供等 

関係規定 
現行条例 改正法 

－ 第１０９条～第１２３条 

新条例への規定

の可否 

（国の考え方） 

【改正個人情報保護法の規定により、条例で定める必要がある事項】 

※経過措置として、提案募集を任意で行うことができるものとされている。 

行政機関等匿名加工情報の利用に係る手数料については、法第１１９条第３項によ

り条例に委任されているものの、法附則第７条により、都道府県及び政令指定都市

以外の地方公共団体の機関並びに地方独立行政法人については、当分の間、法第１

１１条に規定する提案の募集の義務が適用とならない。そのため、法第１１１条に

規定する提案の募集を行わない場合には、これに係る手数料を条例で定める必要も

ない。 

 ＊「匿名加工情報」（「別紙５－１・５－２」参照） 

個人情報を個人情報の区分に応じて①記述等の一部を削除すること、又は②個人識別符号の全部

を削除することにより、特定の個人を識別することができないように加工して得られる個人に関す

る情報であって、当該個人情報を復元して特定の個人を再識別することができないようにしたもの

をいう。 

＊「匿名加工情報」（改正前の非識別加工情報）の事例 

①ポイントカードの購買履歴や交通系ＩＣカードの乗降履歴等を複数の事業者間で分野横断的に利活

用することにより、新たなサービスやイノベーションを生み出す可能性 

②医療機関が保有する医療情報を活用した創薬・臨床分野の発展や、カーナビ等から収集される走行位

置履歴等のプローブ情報を活用したより精緻な渋滞予測や天候情報の提供等により、国民生活全体

の質の向上に寄与する可能性 

１ 背景・事情 

◆国の行政機関において導入されていた「非識別加工情報」の提供制度が令和２年改正個人情報保護

法により、「行政機関等匿名加工情報」と改められて、民間に導入されていた「匿名加工情報」と同一

の法制度に位置付けられた。さらに、令和３年改正個人情報保護法により、匿名加工情報の提供制度に

ついて、地方公共団体に対して、国と同じ規律が適用されることとなった。 

◆過去に、平成２９年５月３０日施行の行政機関個人情報保護法の改正において、非識別加工情報制

度が導入されているが、本市では、具体的に非識別加工情報のニーズがないこと、需要が考えられる医

療データ（個別の特別法がある）や交通データ（本市交通局がない）の活用もないこと等から、非識別

加工情報制度を導入していない経緯がある。 

◆行政機関等匿名加工情報について、地方自治体での先行事例がないことから、匿名加工情報の提供

の事例が想定できず、作成における外部委託の検討についても、想定事例が存在しない状況では困難

である。 

◆現時点において、義務付けられている兵庫県及び神戸市以外の兵庫県内の近隣自治体では、行政機
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関等匿名加工情報制度を導入する予定の自治体は少ないと聞いている。 

２ 論点

行政機関等匿名加工情報の提供等を実施するか。 

３ 市の考え方（方向性） 

・行政機関等匿名加工情報は現在事例が少なく、更なる運用事例やノウハウの研究が十分に必要であ

ること、市民が情報主体であることを踏まえ極めて慎重に検討していく必要があることから、本市に

おいては令和５年４月１日時点では実施しないこととする。都道府県及び政令指定都市は行政機関等

匿名加工情報の提供が義務付けられるため、経過措置の間においては、それらの制度運用状況も確認

しながら必要性を調査し、確実に個人の権利利益が保護でき、適正に運用できる体制が構築できると

判断できれば改めて導入に向けて検討する。 
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資料５－１

-
1
3
-
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制度見直し検討項目６について

検討項目 収集の制限、目的外利用・外部提供の制限、オンライン結合による提供の制限 

関係規定 

現行条例 改正法 

第７条・第８条 第６１条～第６４条

第１４条 第６９条

第１５条 －

新条例への規定

の可否 

（国の考え方） 

【改正個人情報保護法の目的・趣旨により新条例の規定不可】 

・条例により、本人外収集制限規定を設けることは許容されない。 

・審査会に意見聴取することを目的外利用・外部提供の条件とする場合のように、

改正法の規律以上の条件で目的外利用・外部提供を認める旨の規定は、同法以上の

制限となるため、条例に規定を設けることは許容されない。 

・改正法では、法が求める安全管理措置義務等を通じて、安全性確保を実現するこ

ととしており、条例でオンライン化や電子化を伴う個人情報の取扱いを特に制限す

ることは許容されない。 

１ 背景・事情 

 従来、条例上認められた「収集の制限」、「目的外利用・外部提供の制限」及び「オンライン結合によ

る提供の制限」の例外について、審査会での諮問・答申を要することとしていた。法の規定の適用を受

けるにあたり、法の全国共通のルールに従うこととなり、個人情報の取扱いに関し、審査会での諮問・

答申を要することとする規律を条例で設けることはできないこととされた。 

【収集の制限】 

◆本人収集の原則について 

・現行条例では、個人情報を収集するときは、本人から収集することが原則であり、例外的に本人

以外のものから収集できる場合を定めている。 

・改正法では、本人収集の原則及び本人外収集制限規定はなく、個人情報保護委員会は、多くの条

例で定められている取得制限は、個人情報の保有の制限等について定めた改正法第６１条等を適切

に運用することで同様の結果が得られるものであるから、法の定める規範全体や執行面を含めた法

体系全体では必要な保護水準を確保しているとしている。 

・具体的には、①個人情報の保有は、法令の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要で、利用

目的の範囲内に限定されていること、②安全管理措置義務があること、③訂正請求等による本人関

与が可能となっていることなど（個人情報の保有の制限等（第６１条）、利用目的の明示（第６２条）、

不適正な利用の禁止（第６３条）、適正な取得（第６４条）、正確性の確保（第６５条）等）が挙げら

れる。 

・個人情報保護条例第７条第２項第６号の審査会に諮問した個人情報の収集について、「防犯カメラ

の設置」、「公用車のドライブレコーダー設置」、「図書館システムの貸出履歴」があった。 
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◆要配慮個人情報の収集について 

・現行条例では、原則として要配慮個人情報の収集を禁止し例外的に収集できる場合を定めている。 

・改正法では、民間の個人情報取扱事業者は、要配慮個人情報の取得が原則禁止される（第２０条

第２項）が、これに対し、公的部門は規定がなく、通常の個人情報の保有制限等の規定が適用され

る。公的部門では、法令上の事務の遂行に必要な個人情報しか保有（取得）が認められていないた

め、特定の種類の個人情報の保有について重ねての制限規定は置かれておらず、法の定める規範全

体や執行面を含めた法体系全体では必要な保護水準を確保しているとしている。 

【目的外利用・外部提供の制限】 

・改正法第６９条第２項各号に該当する場合であっても、行政機関等は、保有個人情報の提供を義

務付けられるものではないため、個人情報保護の水準を維持できるよう個別具体的に判断するもの

とされている。よって、「専ら統計の作成又は学術研究の目的のため」の提供について、公益性や提

供先の個人情報の取扱い等を理由に提供しないことができると考えられる。 

・本市では、現行条例第１４条第２項第６号の審査会に諮問した目的外利用・外部提供について、

現在も継続して行っているものはない。 

【オンライン結合による提供の制限】 

・本市では、第１５条第２号の審査会に諮問したオンライン結合について、「阪神医療福祉情報ネッ

トワークシステム患者情報共有システム」、「市立芦屋病院の病診連携システム」、「クラウド型学習

支援ソフト」、「兵庫県森林クラウドシステム」があった。 

・オンライン結合について、類型的に審査会への諮問を要件とすることも、改正個人情報保護法の

趣旨に照らして許容されないとされている（システムを利用する個人情報の取扱いにおける安全管

理措置をどのように行うべきかという運用ルール作りの際に審議会に諮問することは許容され

る。）。 

・地方公共団体は、個別の事案の法に照らした適否について判断に迷う場合には、改正法第１６６

条に基づき、専門性を有する個人情報保護委員会に助言を求めることができる。 

・安全管理措置の一環として、保有個人情報の管理に係る重要事項の決定、連絡・調整等を行うた

め必要があると認めるときに、関係職員を構成員とする委員会を設け、必要に応じて情報セキュリ

ティ等について専門的な知識及び経験を有する者等の参加を求めることはできる。 

◆現在のシステム導入時の流れ ※オンライン結合のみに限定していない 

・所管課から外部サービス、機器・ソフトウェア、システムの導入（新規・変更）の要望があった場

合は、まず情報政策課からＣＩＯ補佐官（立命館大学 情報理工学部 教授）にセキュリティリス

ク等について専門的見地からの意見を聴いている。その上で、企画部長（CISO）を委員長とする「芦

屋市デジタル化推進委員会」で芦屋市情報セキュリティポリシーを踏まえたセキュリティ面の審査

等の協議を行い、導入の可否を決定している。なお、ＣＩＯ補佐官との会議には、ＩＴアドバイザー

（ＮＰＯ法人 情報セキュリティ研究所）も参加している。 
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２ 論点

・本人以外からの収集やセンシティブ情報の収集に係る直接的な制限規定がなくなることに対する留

意点 

・目的外利用・外部提供の制限の解除要件が変わることに対する留意点 

・オンライン結合の制限に係る規定がなくなることに対する留意点（安全管理措置等を通じた安全性

の確保、セキュリティ対策等） 

３ 市の考え方（方向性） 

現行条例に規定している制限基準も参考とし、改正法、国ガイドライン等に基づき適切に運用する。

また、運用方法については、職員研修を実施し、周知するものとする。 

・「収集制限」については、個人情報の保有の制限等（第６１条）、利用目的の明示（第６２条）、不適

正な利用の禁止（第６３条）、適正な取得（第６４条）、正確性の確保（第６５条）等が適切に運用でき

るよう指導するとともに、個人情報ファイル簿の作成・公表において、利用目的が適切に明示できてい

るか、所掌事務又は業務を遂行するために必要な場合か等を確認する。 

・「目的外利用・外部提供の制限」については、改正法第６９条第２項各号該当の判断において、個人

情報保護の水準を維持できるよう、これまでどおり個人情報主管課の審査ができる運用とする。また、

改正法第６９条第２項各号に該当性については、必要に応じて、改正法第１６６条に基づき、専門性を

有する個人情報保護委員会に助言を求める。 

・「オンライン結合による提供の制限」については、システム導入時に専門家の意見を踏まえたセキュ

リティに関する協議等により安全性を確保し、個人情報主管課の指導・助言及び専門性を有する個人

情報保護委員会の助言等により個人情報を保護できると考える。なお、今後は、国からオンライン結合

による個人情報の提供事例の提供も検討されており、安全管理措置等について、情報政策課と連携し

ながら必要な安全管理措置を講じていく。 
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制度見直し検討項目７について

検討項目 審査会への諮問・審査会の役割 

関係規定 

現行条例 改正法 

第４０条 

※審査会条例あり 

第１０５条 

第１２９条 

新条例への規定

の可否 

（国の考え方） 

【改正個人情報保護法の規定により、必要に応じて条例で定めることができるとさ

れる事項】 

・議会の諮問について、法第５章（行政機関等の義務等）の適用が無い議会におけ

る個人情報の取扱いに関して、諮問等を受けることは妨げられない。 

・開示決定等に係る審査請求については、行政不服審査法第８１条第１項又は第２

項の機関に諮問することとされている（改正法第１０５条第３項）。 

・地方公共団体の機関は、条例で定めるところにより、第三章第三節の施策を講ず

る場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知 

見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会その他の合議

制の機関に諮問することができる（改正法第１２９条）。 

１ 背景・事情 

〇議会の諮問 

議会については、改正個人情報保護法の第５章（行政機関等の義務等）等の適用が無く、議会独自の

「（仮称）芦屋市議会の個人情報の保護に関する条例」（令和５年４月１日施行）を策定する予定であ

る。議会の開示決定等についての審査請求及び個人情報の取扱いについて意見を聴くことの諮問先に

ついては、議会には地方自治法上、附属機関は設置できないと解されていること等から、現行条例にお

いて議会が諮問してきた本審査会が考えられる。 

【（仮称）芦屋市議会の個人情報の保護に関する条例（案）】 

・（審査会への諮問）「第４５条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若

しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、議長は次の各号のいずれかに該

当する場合を除き、芦屋市情報公開・個人情報保護審査会に諮問しなければならない。」 

・（審査会への諮問）「第５０条 議長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基

づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、芦屋市情報公開・個人情報保護審査会に諮問

することができる。」 

〇審査会の担任事務（調査審議事項） 

◆地方公共団体の機関の行う開示決定等が法に基づく処分となるため、従前は条例で設置した諮問機

関による手続保障を法律上位置づける必要が生じ、新制度においては、地方公共団体の機関の諮問機

関を行政不服審査法の機関として位置づけることとして、それへの諮問が義務づけられた。 
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◆改正法の規定により、審査会の担任事務（調査審議事項）について、条例で規定することが求められ

ている。 

【現行条例】 

① 「芦屋市情報公開条例」の規定による諮問（審査請求） 

② 「芦屋市個人情報保護条例」の規定による諮問（審査請求） 

③ 「番号法」に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて意見を述

べること 

④ 情報公開制度及び個人情報保護制度の運用と改善に関する事項について意見を述べること 

【改正後】 

① 「芦屋市情報公開条例」の規定による諮問（審査請求） 

② 「個人情報保護法」の規定による諮問（審査請求）※議会を除く 

③ 「（仮称）芦屋市議会の個人情報の保護に関する条例」の規定による諮問（審査請求）※議

会のみ 

④ 「（仮称）個人情報保護法施行条例」及び「（仮称）芦屋市議会の個人情報の保護に関する条

例」の規定による諮問（個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見

を聴くことが特に必要であると認めるとき） 

⑤ 番号法に規定する評価書に記載された特定個人情報ファイルの取扱いについて意見を述べ

ること 

⑥ 情報公開制度の運用と改善に関する事項について意見を述べること 

◆「個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要である

と認めるとき」については、具体的な事項を条例で規定する必要がある。実際には、以下のケースが

想定され、審査会で定めることができる。 

なお、個人情報の取得、利用、提供、オンライン結合等について、類型的に審査会等への諮問を要

件とする条例を定めることは、今回の法改正の趣旨に照らして許容されない。 

国が示すケース案 条例案 

(1) 法施行条例の改正（法に委任規定のあるもの等）に

当たり、地域の代表者や有識者等からの意見を聴取する

ことが特に必要である場合 

(1) この条例又は規則の規定を改正

し、又は廃止しようとする場合 

(2) 定型的な案件の取扱いについて、専門的知見に基づ

く意見を踏まえて国の法令やガイドラインに従った運用

ルールの細則を事前に設定しておくことで個人情報の適

(2) 法第六十六条第一項の規定に基

づき講ずる措置の基準を定めようとす

る場合 
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正かつ効果的な活用が図られる場合 (3) 前２号の場合のほか、実施機関に

おける個人情報の取扱いに関する運用

上の細則を定めようとする場合 

(3) 地方公共団体等が法律の範囲内で地域の特殊性に

応じた必要性から独自の個人情報保護に関する施策を実

施する場合で、地域の代表者や有識者等からの意見を聴

取することが特に必要である場合 

※具体的な事案が想定されないため規

定しない。 

〇審査会の設置、組織及び運営に関して条例で定める事項（「別紙７－１」参照） 

 現行は、審査会の設置及び組織については「芦屋市附属機関の設置に関する条例」において規定し、

審査会の調査審議の手続等については、「芦屋市情報公開・個人情報保護審査会に関する条例」におい

て規定している。 

この度の法改正を踏まえ、別紙のとおり国から個人情報保護審査会条例の例文が示されているため、

法改正による規定の整備を行うとともに、本市の条例において規定されていない条項について規定す

るか検討する必要がある。 

なお、「芦屋市附属機関の設置に関する条例」で規定している審査会の設置及び組織の規定を「芦屋

市情報公開・個人情報保護審査会に関する条例」に一本化して規定することも法制担当と協議し検討

したいと考えている。 

２ 論点

① 現行どおり芦屋市情報公開・個人情報保護審査会が議会の諮問を受けるか。 

② 審査会に諮問できる「個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くこ

とが特に必要であると認めるとき」の具体的な事項について条例案のとおりでよいか。 

③ 審査会の設置、組織及び運営に関する条例の整備について、定めなければならない事項はないか。

３ 市の考え方（方向性） 

① 現行の個人情報保護の水準を確保するという今回の制度改正の趣旨からも、市議会の意向を確認し

た上で、現行どおり芦屋市情報公開・個人情報保護審査会が議会の諮問を受けることとする。 

② 「収集の制限」「保有個人情報の利用及び提供の制限」「オンライン結合による提供の制限」につい

ては、改正法の趣旨から個別事案について審査会に意見聴取することを条件とすることができない

ため、「個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要

であると認めるとき」により、本市の個人情報保護制度の運用と改善に関して幅広く審査会の意見

を聴かせていただきたいと考えており、上記のケース全てについて諮問の対象としたい。 

③ 法改正による規定の整備を行い、国の個人情報保護審査会条例の例文に規定されている内容につい

ては、本市の審査会条例に規定されていないもの（委員、個人情報の取扱いについての調査審議の

手続、罰則等の規定）は、原則として規定する方向とする。 

-21-



【参考】審査会の審議・報告事項の変更（まとめ）

現行 改正後 

報告 個人情報取扱事務の届出 

変更（個人情報ファイ

ル簿の作成・公表状況

の報告に変更） 

報告 個人情報保護制度の運用状況（条例に報告規定はない） 継続 

審議 審査請求事案 継続 

審議 特定個人情報ファイルの取扱いについて意見を述べること 継続 

審議
情報公開制度及び個人情報保護制度の運用と改善に関する

事項について意見を述べること 

継続（条例に規定する

内容のみの審議） 

審議 本人以外からの個人情報の収集 廃止 

審議 要配慮個人情報を収集 廃止 

審議
実施機関内部における目的外の利用及び他の実施機関に対

する目的外の提供 
廃止 

審議
オンライン結合（通信回線を用いた電子計算機その他の情

報機器の結合）による提供の制限 
廃止 

審議 事業者への個人情報取扱いの是正の勧告 廃止 

審議 勧告に従わなかった事業者の事実の公表 廃止 
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資料７－１

★設置及び組織については、「芦屋市附属機関の設置に関する条例」にて規定している。

★下線部分＿＿＿＿は、「芦屋市情報公開・個人情報保護審査会に関する条例」
及び「芦屋市附属機関の設置に関する条例」のどちらにもに規定がない。
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★委員の構成及び任期については、「芦屋市附属機関の設置に関する条例」にて規定している。
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制度見直し検討項目８について

検討項目 開示義務（情報公開条例の開示範囲規定との整合性） 

関係規定 
現行条例 改正法 

第１９条 第７８条 

新条例への規定

の可否 

（国の考え方） 

【改正個人情報保護法の規定により、必要に応じて条例で定めることができるとさ

れる事項】 

改正法第７８条第２項に基づき、情報公開条例との整合性を確保する必要があるも

のは条例で定めることができる。 

① 法が定める不開示情報に該当するものであっても、情報公開条例の規定により

開示することとされている情報として、本条例で定めるものは不開示情報から

除外する（開示情報とする）。 

② 不開示情報とされていない情報であっても、行政機関情報公開法第５条に規定

する不開示情報に準ずる情報であって情報公開条例において開示しないこと

とされているもののうち、当該情報公開条例との整合性を確保するために不開

示とする必要があるものとして条例で定めるものは不開示情報とする。 

１ 背景・事情 

◆改正個人情報保護法、情報公開条例及び本市個人情報保護条例が定める各不開示情報を比較し、整

合性を確保する必要があるものは条例で定めることができる。（「別紙８－１」参照） 

◆情報公開条例第７条第７号（法令秘情報）について 

「法令又は他の条例の規定により，公にすることができないとされている情報」 

（事例） 

・芦屋市印鑑条例（印鑑登録原票等の閲覧禁止） 

 ・統計法（基幹統計を作成するための調査票情報等の利用制限） 

（情報公開条例は不開示情報としているが、改正法では規定がない趣旨） 

個人情報保護委員会によると、「法第７８条各号の不開示情報は、保護すべき権利利益に着目して分

類したものであり、多様な情報に関し、可能な限り明確かつ実質的な判断により開示されるようにす

るため、不開示により保護しようとしている情報の類型ごとに定性的な支障の有無等を規律している

ものである。そのため、他の法令の規定等により開示することができないとされている場合、通常これ

らの類型に該当するものと考えられるが、当該情報が法第７８条各号のいずれに該当するかを実質的

に判断する必要がある。また、外形的に法令秘等情報に該当することのみをもって条例により不開示

情報として定めることは許容されない。」としている。 

２ 論点

情報公開条例との整合性を確保するため条例で定める情報はあるか。 
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３ 市の考え方（方向性） 

・情報公開条例の不開示情報と大きな齟齬はみられないことから、新条例での調整規定は不要とする。

・法令秘情報は、法第７８条各号のいずれかに該当するものとして引き続き不開示となり、実質的に

は、現行条例の不開示の範囲の同等のものになると考えられ、条例での規定は要さない。 
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改正個人情報保護法と情報公開条例での不開示情報の比較 

改正個人情報保護法 本市情報公開条例 本市個人情報保護条例 

（保有個人情報の開示義務） （公文書の公開義務） （保有個人情報の開示義務） 

第７８条 行政機関の長等は、開示請求があ

ったときは、開示請求に係る保有個人情報

に次の各号に掲げる情報（以下この節にお

いて「不開示情報」という。）のいずれか

が含まれている場合を除き、開示請求者に

対し、当該保有個人情報を開示しなければ

ならない。 

第７条 実施機関は，公開請求があったとき

は，公開請求に係る公文書に次の各号に掲

げる情報（以下「非公開情報」という。）

のいずれかが記録されている場合を除き，

公開請求者に対し，公文書を公開しなけれ

ばならない。 

第１９条 実施機関は，開示請求があった

ときは，開示請求に係る保有個人情報に

次の各号に掲げる情報（以下「不開示情

報」という。）のいずれかが含まれてい

る場合を除き，開示請求者に対し，当該

保有個人情報を開示しなければならな

い。 

一 開示請求者（第七十六条第二項の規定に

より代理人が本人に代わって開示請求を

する場合にあっては、当該本人をいう。次

号及び第三号、次条第二項並びに第八十六

条第一項において同じ。）の生命、健康、

生活又は財産を害するおそれがある情報 

(1) 開示請求者（第１７条第２項の規定に

より未成年者又は成年被後見人の法定

代理人（保有特定個人情報にあっては，

法定代理人又は委任による代理人）が本

人に代わって開示請求をする場合にあ

っては，当該本人をいう。次号及び第３

号，次条第２項並びに第２５条第１項に

おいて同じ。）の生命，健康，生活又は

財産を害するおそれがある情報 

二 開示請求者以外の個人に関する情報（事

業を営む個人の当該事業に関する情報を

除く。）であって、当該情報に含まれる氏

名、生年月日その他の記述等により開示請

求者以外の特定の個人を識別することが

できるもの（他の情報と照合することによ

り、開示請求者以外の特定の個人を識別す

ることができることとなるものを含む。）

若しくは個人識別符号が含まれるもの又

は開示請求者以外の特定の個人を識別す

(1) 個人に関する情報（事業を営む個人の当

該事業に関する情報を除く。）であって，

当該情報に含まれる氏名，生年月日その他

の記述等（文書，図画若しくは電磁的記録

に記載され，若しくは記録され，又は音声，

動作その他の方法を用いて表された一切

の事項をいう。）により特定の個人を識別

することができるもの（他の情報と照合す

ることにより，特定の個人を識別すること

ができることとなるものを含む。）のうち，

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報

（事業を営む個人の当該事業に関する

情報を除く。）であって，当該情報に含

まれる氏名，生年月日その他の記述等に

より開示請求者以外の特定の個人を識

別することができるもの（他の情報と照

合することにより，開示請求者以外の特

定の個人を識別することができること

となるものを含む。）若しくは個人識別

符号が含まれるもの又は開示請求者以

第７条第３号に同様の規

定あり

別紙８－１
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改正個人情報保護法 本市情報公開条例 本市個人情報保護条例 

ることはできないが、開示することによ

り、なお開示請求者以外の個人の権利利益

を害するおそれがあるもの。ただし、次に

掲げる情報を除く。 

公にすることにより，なお個人の権利利益

を不当に害するおそれがあるもの。ただ

し，次に掲げる情報を除く。 

外の特定の個人を識別することはでき

ないが，開示することにより，開示請求

者以外の個人の権利利益を不当に害す

るおそれがあるもの。ただし，次に掲げ

る情報を除く。 

イ 法令の規定により又は慣行として開示

請求者が知ることができ、又は知ることが

予定されている情報 

ア 法令，他の条例若しくは規則等の規定に

より又は慣行として公にされ，又は公にす

ることが予定されている情報 

ア 法令等の規定により又は慣行として開

示請求者が知ることができ，又は知るこ

とが予定されている情報 

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護す

るため、開示することが必要であると認め

られる情報 

イ 人の生命，健康，生活又は財産を保護す

るため，公にすることが必要であると認め

られる情報 

イ 人の生命，健康，生活又は財産を保護

するため，開示することが必要であると

認められる情報 

ハ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭

和二十二年法律第百二十号）第二条第一項

に規定する国家公務員（独立行政法人通則

法第二条第四項に規定する行政執行法人

の職員を除く。）、独立行政法人等の職員、

地方公務員法（昭和二十五年法律第二百六

十一号）第二条に規定する地方公務員及び

地方独立行政法人の職員をいう。）である

場合において、当該情報がその職務の遂行

に係る情報であるときは、当該情報のう

ち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の

内容に係る部分 

三 法人その他の団体（国、独立行政法人等、

地方公共団体及び地方独立行政法人を除

く。以下この号において「法人等」という。）

に関する情報又は開示請求者以外の事業

を営む個人の当該事業に関する情報であ

(2) 法人その他の団体（国，独立行政法人等

（独立行政法人等の保有する情報の公開

に関する法律（平成１３年法律第１４０

号）第２条第１項に規定する独立行政法人

等をいう。以下同じ。），地方公共団体及

(3) 法人その他の団体（国，独立行政法人

等，他の地方公共団体及び地方独立行政

法人を除く。以下本条において「法人等」

という。）に関する情報又は開示請求者

以外の事業を営む個人の当該事業に関
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改正個人情報保護法 本市情報公開条例 本市個人情報保護条例 

って、次に掲げるもの。ただし、人の生命、

健康、生活又は財産を保護するため、開示

することが必要であると認められる情報

を除く。 

イ 開示することにより、当該法人等又は当

該個人の権利、競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあるもの 

び地方独立行政法人（地方独立行政法人法

（平成１５年法律第１１８号）第２条第１

項に規定する地方独立行政法人をいう。以

下同じ。）を除く。）（以下「法人等」と

いう。）に関する情報又は事業を営む個人

の当該事業に関する情報であって，公にす

ることにより，当該法人等又は当該個人の

権利，競争上の地位その他正当な利益を害

するおそれがあるもの。ただし，人の生命，

健康，生活又は財産を保護するため，公に

することが必要であると認められる情報

を除く。 

する情報を含む個人情報であって，開示

することにより，当該法人等又は当該個

人の権利，競争上の地位その他正当な利

益を害するおそれがあるもの。ただし，

人の生命，健康，生活又は財産を保護す

るため，開示することが必要であると認

められる情報を除く。 

ロ 行政機関等の要請を受けて、開示しない

との条件で任意に提供されたものであっ

て、法人等又は個人における通例として開

示しないこととされているものその他の

当該条件を付することが当該情報の性質、

当時の状況等に照らして合理的であると

認められるもの 

(6) 実施機関の要請を受けて，公にしないと

の条件で任意に提供された情報であって，

法人等又は個人における通例として公に

しないこととされているものその他の当

該条件を付することが当該情報の性質，当

時の状況等に照らして合理的であり，公開

請求時においても，なお当該条件を維持す

ることが適当であると認められるもの 

(7) 実施機関の要請を受けて，開示しない

との条件で任意に提供された情報であ

って，法人等又は個人における通例とし

て開示しないこととされているものそ

の他の当該条件を付することが当該情

報の性質，当時の状況等に照らして合理

的であり，開示請求時においても，なお

当該条件を維持することが適当である

と認められるもの 

四 行政機関の長が第八十二条各項の決定

（以下この節において「開示決定等」とい

う。）をする場合において、開示すること

により、国の安全が害されるおそれ、他国

若しくは国際機関との信頼関係が損なわ

れるおそれ又は他国若しくは国際機関と

の交渉上不利益を被るおそれがあると当

該行政機関の長が認めることにつき相当

国の機関を対象とした規定

（行政機関の長＝国の機関の長）
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改正個人情報保護法 本市情報公開条例 本市個人情報保護条例 

の理由がある情報 

五 行政機関の長又は地方公共団体の機関

（都道府県の機関に限る。）が開示決定等

をする場合において、開示することによ

り、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維

持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の

維持に支障を及ぼすおそれがあると当該

行政機関の長又は地方公共団体の機関が

認めることにつき相当の理由がある情報 

六 国の機関、独立行政法人等、地方公共団

体及び地方独立行政法人の内部又は相互

間における審議、検討又は協議に関する情

報であって、開示することにより、率直な

意見の交換若しくは意思決定の中立性が

不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間

に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者

に不当に利益を与え若しくは不利益を及

ぼすおそれがあるもの 

(4) 市の内部又は市と国若しくは独立行政

法人等若しくは他の地方公共団体若しく

は地方独立行政法人との間における審議，

検討，調査，研究等に関する情報であって，

公にすることにより，当該意思形成に著し

い支障を生ずると認められるもの。ただ

し，客観的事実に関する情報は除く。 

(5) 市の内部又は市と国若しくは独立行

政法人等若しくは他の地方公共団体若

しくは地方独立行政法人との間におけ

る審議，検討，調査，研究等に関する情

報であって，開示することにより，当該

意思形成に著しい支障を生ずると認め

られるもの。ただし，客観的事実に関す

る情報は除く。 

七 国の機関、独立行政法人等、地方公共団

体又は地方独立行政法人が行う事務又は

事業に関する情報であって、開示すること

により、次に掲げるおそれその他当該事務

又は事業の性質上、当該事務又は事業の適

正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるも

の 

(5) 市又は国，独立行政法人等，他の地方公

共団体若しくは地方独立行政法人が行う

事務又は事業に関する情報であって，公に

することにより，次に掲げるおそれその他

当該事務又は事業の性質上，当該事務又は

事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

があるもの 

(6) 市又は国，独立行政法人等，他の地方

公共団体若しくは地方独立行政法人が

行う事務又は事業に関する情報であっ

て，開示することにより，次に掲げるお

それその他当該事務又は事業の性質上，

当該事務又は事業の適正な遂行に支障

を及ぼすおそれがあるもの 

イ 独立行政法人等、地方公共団体の機関又

は地方独立行政法人が開示決定等をする

場合において、国の安全が害されるおそ

れ、他国若しくは国際機関との信頼関係が

都道府県を対象とした規定

例示列挙

-
3
3
-



改正個人情報保護法 本市情報公開条例 本市個人情報保護条例 

損なわれるおそれ又は他国若しくは国際

機関との交渉上不利益を被るおそれ 

ロ 独立行政法人等、地方公共団体の機関

（都道府県の機関を除く。）又は地方独立

行政法人が開示決定等をする場合におい

て、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公

共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすお

それ 

(3) 公にすることにより，人の生命，健康，

生活又は財産の保護に支障を生じ，又は生

ずるおそれがあると認められる情報及び

犯罪その他の公共の安全と秩序の維持を

乱す行為を誘発するおそれのある情報 

(4) 開示にすることにより，人の生命，健

康，生活又は財産の保護に支障を生じ，

又は生ずるおそれがあると認められる

情報及び犯罪その他の公共の安全と秩

序の維持を乱す行為を誘発するおそれ

のある情報 

ハ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦

課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な

事実の把握を困難にするおそれ又は違法

若しくは不当な行為を容易にし、若しくは

その発見を困難にするおそれ 

ア 監査，検査，取締り又は試験に係る事務

に関し，正確な事実の把握を困難にするお

それ又は違法若しくは不当な行為を容易に

し，若しくはその発見を困難にするおそれ

ア 監査，検査，取締り，試験又は租税の

賦課若しくは徴収に係る事務に関し，正

確な事実の把握を困難にするおそれ又は

違法若しくは不当な行為を容易にし，若

しくはその発見を困難にするおそれ 

ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、

国、独立行政法人等、地方公共団体又は地

方独立行政法人の財産上の利益又は当事

者としての地位を不当に害するおそれ 

イ 契約，交渉又は争訟に係る事務に関し，

市又は国，独立行政法人等，他の地方公共

団体若しくは地方独立行政法人の財産上の

利益又は当事者としての地位を不当に害す

るおそれ 

イ 契約，交渉又は争訟に係る事務に関し，

市又は国，独立行政法人等，他の地方公

共団体若しくは地方独立行政法人の財産

上の利益又は当事者としての地位を不当

に害するおそれ 

ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正か

つ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円

滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

ウ 人事管理に係る事務に関し，公正かつ円

滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

ウ 人事管理に係る事務に関し，公正かつ

円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営す

る企業又は地方独立行政法人に係る事業

に関し、その企業経営上の正当な利益を害

するおそれ 

エ 独立行政法人等，市若しくは他の地方公

共団体が経営する企業又は地方独立行政法

人に係る事業に関し，その企業経営上の正

当な利益を害するおそれ 

エ 独立行政法人等，市若しくは他の地方

公共団体が経営する企業又は地方独立行

政法人に係る事業に関し，その企業経営

上の正当な利益を害するおそれ 

(7) 法令又は他の条例の規定により，公にす

ることができないとされている情報 

(8) 法令等の規定により，開示することが

できないとされている情報 

例示列挙

-
3
4
-



制度見直し検討項目９について

検討項目 
その他条例で定めることができる項目（実施機関の定義・事業者に関する規定・市

民の責務・運用状況公表 等） 

関係規定 

現行条例 改正法 

第２条第１号 第２条第１１項第２号 

第２条第１０号・第４条・ 

第４４条～第４８条 
第１３条・第１４条 

第５条 － 

第５１条 第１５条 

第４９条 第１６５条 

新条例への規定

の可否 

（国の考え方） 

【改正個人情報保護法の規定により、必要に応じて条例で定めることができるとさ

れる事項】 

・事業者及び市民の権利義務に実体的な影響を与えることがない限りにおいて、法

施行条例上に独自の理念規程を設けることは妨げられない。 

１ 背景・事情 

◆文書法制課において、改正個人情報保護法（改正法）と本市個人情報保護条例（現行条例）を比較し

たところ、改正法に規定がなく（現行条例に規定があり）、施行条例で規定する必要があるか判断が必

要なものは以下の内容である。 

〇実施機関の定義 

芦屋市には、財産区（「芦屋市／打出／芦屋／財産区」、「芦屋市／三条／津知／財産区」）があり（現

行条例では適用対象ではない）、以下の個人情報保護委員会の情報提供より、施行条例の適用対象に含

めるか当該財産区を適用対象とした条例を個別に制定する必要がある。 

【参考】個人情報保護委員会事務局からの「改正個人情報保護法の施行に向けた情報提供について」 

個人情報保護法で規定する「地方公共団体」には一部事務組合や広域連合、財産区等の特別地方公共

団体も含まれるため、その執行機関は個人情報保護法第２条第１１項に規定する「行政機関等」に該当

します。したがって、個人情報保護法第５章等に定める規律の適用を受けることとなり、保有個人情報

の多寡にかかわらず、必要な条例を整備することとなります。よって、少なくとも個人情報保護法によ

って条例に委任されている保有個人情報の開示請求に係る手数料の額（個人情報保護法第８９条第２

項）については、条例で定める必要があります。 

〇事業者に関する規定 

【現行条例】「事業者の定義（第２条第１０号）」「事業者の責務（第４条）」、「指導及び助言（第４４

条）」、「説明又は資料の提出要請（第４５条）」、「勧告（審査会の意見を聴いた上で）（第４６条）」、

「事実の公表（審査会の意見を聴いた上で）（第４７条）」、「苦情の相談の処理（第４８条）」 
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◆事業者の責務 

・市の施策に協力することを事業者に対し義務付けるものは、事業者の権利義務に実体的な影響を与

えるため、条例において同旨の規定を置くことは許容されない。 

◆事業者への指導・助言から勧告・公表 

・事業者への指導・助言から勧告・公表までの制度は、法においても規定されており、国の個人情報保

護委員会が行うこととされている。 

・「勧告（審査会の意見を聴いた上で）（第４６条）」については、審査会の担任事務として許容されな

い。 

・「事実の公表（第４７条）」については、法律に規定がないため、条例に規定することは許容されな

い。 

・近年、市による指導・助言から勧告・公表までの制度の実績はない。 

【参考】 

・法は、地方公共団体に対して事業者に対する行政処分を行う権限を付与しておらず、事業者に対し

て強制力を伴う形で事実確認や是正勧告を行うことはできない。地方公共団体独自の措置として、任

意の協力を求める形で事業者に対して事実確認及び是正勧告を行うことは妨げられないが、その場合

でも事業者に対する是正勧告を行うに当たっては、委員会が示すガイドライン等を十分に参照した上

で対応することが求められ、齟齬が生じない対応を行う必要がある。また、市民や対象となる事業者等

においても当該運用について誤解が生じないようにしなければならない。 

・個人情報保護委員会においては、事業者による個人情報等の適正な取扱いを確保するため、相談ダ

イヤルに寄せられる情報、個人データの漏えい等の事案に関する報告等、多様な情報源から得られる

情報を総合的に活用し、事業者に対して指導・助言を行うほか、必要に応じて報告徴収、立入検査を行

う。 

◆苦情の相談の処理 

・改正法第１４条の規定により、地方公共団体が苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよ

う努めなければならないとされており、市においては、条例第４８条に基づき、事業者が行う個人情報

の取扱いに関する苦情の相談があったときは、適切かつ迅速な処理に努めてきた。 

・今後も、市長に対して市民等から苦情相談があることを踏まえると、苦情相談処理の事務は引き続

き必要と考えられる。 

・市の窓口は、消費生活センター、市民参画・協働推進室及び文書法制課である。 

・令和３年度の苦情処理・苦情相談の件数は２０件であった（消費生活センター１５件、市民参画・協

働推進室５件）。 

〇市民の責務 

・現行条例では、個人情報の保護に関する市民の一般的な責務を定めているが、改正法では、市民（国

民）の責務の規定はない。 
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〇国等との協力 

・現行条例では、個人情報保護施策をその目的に沿って実施していくには、「国、独立行政法人等、他

の地方公共団体又は地方独立行政法人」の協力を得て総合的な施策として行っていく必要があるため

国等との協力規定があるが、改正法では、「独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人」

との協力の規定はない。 

〇運用状況公表 

現行条例では、「市長は、毎年度、この条例の施行の状況について、公表しなければならない。」と規

定し、本市は市民に以下の内容を公表している。主体的な公表体制を通じて、市民への説明責任を確保

する趣旨からも、継続して市長が市民に公表することが必要と考えられる。 

① 個人情報取扱事務の登録件数 

② 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の件数 

③ 開示請求等に対する開示・不開示等の件数 

④ 審査請求件数 

⑤ 苦情処理、苦情相談の件数 

 改正法では、第１６５条第１項において、「委員会は、行政機関の長等に対し、この法律の施行の状

況について報告を求めることができる。」と規定し、同条第２項において、「委員会は、毎年度、前項の

報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。」と規定している。 

２ 論点

改正法に規定がない現行条例の規定について、施行条例で定める必要があるものはあるか。 

※規定の内容、文言については、改正法に抵触しないか個人情報保護委員会に確認することができ、結

果として規定できない場合もある。 

３ 市の考え方（方向性） 

事業者への指導・助言から勧告・公表までの制度は、法において規定され、個人情報保護委員会が行

うこととされており、現行の制度を維持する意義は乏しく、現行条例の事業者に関する規定（「苦情の

相談の処理（第４８条）」を除く。）について、個人情報保護委員会の見解も踏まえ、条例に規定しない

こととする。 

その他については、個人情報の主体は市民であること、現行の個人情報保護の水準を維持すること

を踏まえ、「（仮称）芦屋市個人情報保護法施行条例案」に記載のとおり、規定する方向とする。 
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制度見直し検討項目 10について

検討項目 その他制度の変更点（開示請求権・任意代理人による請求権・漏えいの報告 等） 

関係規定 

現行条例 改正法 

第１７条 第７６条 

－ 第６８条 

１ 背景・事情 

◆開示請求権 

 現行条例では、「未成年者又は成年被後見人の法定代理人（保有特定個人情報にあっては、法定代理

人又は委任による代理人）は、本人に代わって前項の規定による開示の請求をすることができる。ただ

し、本人が反対の意思を表示したときは、この限りでない。」と規定し、法定代理人の開示請求権の制

限について定めている（１５歳以上の者は少なくとも本人の意思の確認が必要となるという解釈であ

る。）。 

 一方で、改正法では、「未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人は、

本人に代わって前項の規定による開示の請求をすることができる。」という規定のみである。 

【参考】個人情報保護委員会の見解 

・未成年者の法定代理人による開示請求については、一律に本人の同意を証する書類の提出を義務付

けることは、実質的に任意代理のみを認めて法定代理を認めないこととなり、そのような法施行条例

を規定することはできない。 

・法定代理人に開示することにより本人の権利利益を侵害するおそれがあるような場合には、当該保

有個人情報は法第７８条第１項第１号に規定する不開示情報に該当するため、同号該当性の判断に当

たって、必要に応じて本人の意思を確認することは妨げられない。 

・改正法においても、「第三者に対する意見書提出の機会の付与等」の規定により本人の意思確認を行

うこともできる。 

◆任意代理人による請求権 

 改正法では、開示請求、訂正請求、利用停止請求において任意代理人による請求が認められている。

【参考】個人情報保護委員会の見解（任意代理人による開示請求の場合） 

・開示請求を行う任意代理人に対して、政令第２２条第１項又は第２項に規定する任意代理人本人に

係る本人確認書類の提示又は提出を求め、任意代理人本人であることを確認するとともに、政令第２

２条第３項に規定する資格を証明する書類の提示又は提出を求め、開示請求に係る保有個人情報の本

人（委任者）の任意代理人の資格を有することを確認する。 

・なりすましや利益相反の防止といった観点からは、任意代理人からの申請があった場合において、

適切に本人確認を行うほか、代理人の資格について、必要に応じて、委任状その他その資格を確認する

書類の確認を補充するものとして代理人の資格の確認のための行為を積み重ねることが重要である。
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また、開示の方法を工夫することなどと合わせて、本人の権利利益を損なうことのないよう対応する

ことが必要である。 

【なりすましや利益相反の防止のための対応の例】 

事例１）請求を受けた後に、電話により請求者本人を通話口に呼び出し、口頭で委任の事実を確認す

る。 

事例２）請求の対象となっている本人の住所地にある地方公共団体に対して、当該本人が住民基本台

帳制度におけるドメスティックバイオレンス等の被害者の保護のための支援措置の対象となっていな

いかを照会するなどし、請求者（任意代理人）との関係について確認する。 

事例３）請求者（任意代理人）又は請求の対象となっている保有個人情報に係る本人の了解を得て、当

該本人限定受取による郵便物として送付する。 

◆漏えいの報告 

・改正法第６８条（第１項） 

１ 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報の安全の確保に

係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則で定

めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を

個人情報保護委員会に報告しなければならない。 

・規則第４３条 

法第６８条第１項の個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個人情報保護委員会規則

で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

（1）要配慮個人情報が含まれる保有個人情報（高度な暗号化その他の個人の権利利益を保護するた

めに必要な措置を講じたものを除く。以下この条及び次条第 1 項において同じ。）の漏えい、滅失若

しくは毀損（以下この条及び次条において「漏えい等」という。）が発生し、又は発生したおそれが

ある事態 

（2）不正に利用されることにより財産的被害が生じるおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生

し、又は発生したおそれがある事態 

（3）不正の目的をもって行われたおそれがある保有個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したお

それがある事態 

（4）保有個人情報に係る本人の数が１００人を超える漏えい等が発生し、又は発生したおそれがあ

る事態 

（5）条例要配慮個人情報が含まれる保有個人情報の漏えい等が発生し、又は発生したおそれがある

事態（地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が法第６８条第１項の報告を行う場合であって、

当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に適用される条例において条例要配慮個人情報につ

いて定められているときに限る。） 
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・法第６８条第２項 

行政機関の長等は、委員会への報告を要する事態が生じた場合には、規則で定めるところにより、

本人に対し、本人の権利利益を保護するために必要な範囲において、事態の概要、保有個人情報の

項目、原因、二次被害又はそのおそれの有無及びその内容並びにその他参考となる事項を通知しな

ければならない 

２ 論点

変更後の個人情報保護制度を運用するにあたっての意見はあるか。 

３ 市の考え方（方向性） 

改正法、国ガイドライン等に基づき適切に運用するとともに、必要に応じて規則等の整備を行う。 
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（仮称）芦屋市個人情報保護法施行条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律

第５７号。以下「法」という。）の施行に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（用語） 

第２条 この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する

法律施行令（平成１５年政令第５０７号。以下「令」という。）で

使用する用語の例による。 

（定義） 

第３条 この条例における実施機関は、市長、消防長、教育委員会、

選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、固定資産評価審査委員

会、病院事業管理者及び財産区をいう。 

（国等との協力） 

第４条 市長は、個人情報の取扱いに関して、個人の権利利益を保護

するために必要があると認めるときは、国、独立行政法人等、他の

地方公共団体若しくは地方独立行政法人に協力を求め、又は国、独

立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人からの

協力の求めに応じるものとする。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報を適切

に取り扱い、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなけれ

ばならない。 

（苦情の相談の処理） 

第６条 市長は、事業者が行う個人情報の取扱いに関する苦情の相談

があったときは、適切かつ迅速に処理するよう努めなければならな

い。 

（個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿） 

第７条 法第７５条第５項の規定により、実施機関は、法第７４条第

２項第９号に掲げる本人の数が令で定める数に満たない個人情報フ

ァイルについて、個人情報ファイル簿を作成し、公表することがで

きる。 

（開示請求に係る手数料） 

第８条 法第８９条第２項の規定により納付しなければならない手数

料の額は、無料とする。 

案 資料５
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２ 法第８７条の規定により、写しの交付を受ける者は、規則で定め

るところにより、当該写しの作成その他の交付に要する費用を負担

しなければならない。 

（開示決定等の期限） 

第９条 開示決定等は、開示請求があった日から１５日以内にしなけ

ればならない。ただし、法第７７条第３項の規定により補正を求め

た場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しな

い。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他

正当な理由があるときは、同項に規定する期間を３０日以内に限り

延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求

者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通

知しなければならない。 

（開示決定等の期限の特例） 

第１０条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開

示請求があった日から４５日以内にその全てについて開示決定等を

することにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合

には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る保有

個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、

残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば

足りる。この場合において、実施機関は、前条第１項に規定する期

間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しな

ければならない。 

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

（審査会への諮問） 

第１１条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人

情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴

くことが特に必要であると認めるときは、芦屋市附属機関の設置に

関する条例（平成１８年芦屋市条例第５号）第２条の表に規定する

芦屋市情報公開・個人情報保護審査会に諮問することができる。 

(1) この条例又は規則の規定を改正し、又は廃止しようとする場合 

(2) 法第六十六条第一項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めよう

とする場合 

(3) 前２号の場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関

する運用上の細則を定めようとする場合 
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（運用状況の公表） 

第１２条 市長は、毎年度、実施機関における個人情報保護制度の運

用状況について、公表しなければならない。 

（補則） 

第１３条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定め

る。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整

備に関する法律（令和３年法律第３７号）附則第１条第７号に掲げ

る規定（同法第５１条の規定に限る。）の施行の日から施行する。 

（旧条例の廃止） 

第２条 芦屋市個人情報保護条例（平成１６年芦屋市条例第１９号。

以下「旧条例」という。）は、廃止する。 

（経過措置） 

第３条 次に掲げる者に係る旧条例第１３条の規定によるその業務に

関して知り得た旧条例第２条に規定する個人情報（以下「旧個人情

報」という。）の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に

利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお

従前の例による。 

(1) 前条の規定の施行の際現に旧条例第２条に規定する実施機関

（以下「旧実施機関」という。）の職員である者又は前条の規定の

施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、同条の規定の

施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者 

(2) 前条の規定の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱い

の委託を受けた業務に従事していた者 

２ 前条の規定の施行の日前に旧条例第１７条第１項、第２８条第１

項又は第３４条第１項の規定による請求がされた場合における旧条

例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、

なお従前の例による。 

３ 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、前条の規定の施行前に

おいて旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録さ

れた保有個人情報を含む情報の集合物であって、個人情報取扱事務

の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて
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検索することができるように体系的に構成したもの（その全部又は

一部を複製し、又は加工したものを含む。）を前条の規定の施行後

に提供したときは、２年以下の懲役又は１００万円以下の罰金に処

する。 

(1) 前条の規定の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は同条の

規定の施行前において旧実施機関の職員であった者 

(2) 第１項第２号に掲げる者 

４ 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た前条の規定の

施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第２条に規定する

保有個人情報を前条の規定の施行後に自己若しくは第三者の不正な

利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下の懲役又

は５０万円以下の罰金に処する。 

５ 第１項第２号に掲げる者が、法人又は人の業務に関して、前２項

の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人

に対しても各項の罰金刑を科する。 

６ 前３項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者

にも適用する。 

第４条 附則第２条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前に

した違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例によ

る。 


